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憲
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ド
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国
憲
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案

条
文
解
説

む
す
び
に
か
え
て

平
等
権
の
問
題
に
新
た
な
法
理
論
の
構
築
を
せ
ま
る
も
の
と
し
て
、
近
時
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
優
先
処
遇
の
問
題
が
わ
が
国
で
も
紹
介
・
検

(
1
)
 

討
さ
れ
て
き
て
い
る
。
優
先
処
遇

(preferential
t
r
e
a
t
m
e
n
t
)

又
は
積
極
的
平
等
化
行
為
（
a
由
r
m
a
t
i
v
e
action)

と
は
、

い
の
理
由
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
特
性

(trait)

そ
の
も
の
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雇
用
や
入
学
の
機
会
を
平
等
化
す
る
た
め
の
公
的
ま
た
は

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

H

〔
資
料
〕

は

じ

め

に ー
少
数
者
保
護
規
定
を
中
心
と
し
て

l

孝

B
.
R
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

□
忠

七
七

(
-
―
六
一
）

延

「
歴
史
上
差
別
的
取
扱

夫



イ
ン
ド
憲
法
に
お
け
る
少
数
者
の
問
題
は
、
独
立
前
か
ら
イ
ン
ド
の
主
要
問
題
の
―
つ
で
あ
り
、
国
家
の
統
合
・
統
一
の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
な
争

(
4
)
 

点
の
―
つ
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
は
、
現
行
イ
ン
ド
憲
法
上
の
、
少
数
者
に
対
す
る
保
護
・
優
遇
規
定
の
解
釈
・
判
例
を
紹
介
し
、
こ
の
成
立
に
多
大
の
貢

(
5
)
 

献
を
し
た
B
.
R
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

(B.

R. A
m
b
e
d
k
a
r
,
 1
8
9
1ー

1
9
5
6
)

の
論
稿
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

不
可
触
民

(
U
n
t
o
u
c
h
a
b
l
e
)

出
身
の
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
は
、
そ
の
全
生
涯
を
不
可
触
民
制
の
廃
止
、
不
可
触
民
の
解
放
の
た
め
に
捧
げ
、
カ
ー
ス
ト

(
6
)
 

制
度
を
前
提
と
し
た
不
可
触
民
の
解
放
を
唱
え
た
ガ
ン
ジ
ー
(
M
•
K
.G
a
n
d
h
i
)

と
鋭
く
対
立
し
た
。
個
人
の
尊
厳
を
保
障
す
る
だ
け
で
は
、
少
数
者

（
と
り
わ
け
不
可
触
民
）
が
歴
史
的
・
社
会
的
に
背
負
っ
て
き
た
不
公
平
・
不
正
は
決
し
て
除
去
さ
れ
な
い
と
考
え
た
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
は
、
少
数
者
に

対
す
る
積
極
的
な
保
護
、
優
遇
措
置
を
要
求
し
て
き
た
。
イ
ン
ド
憲
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
、
彼
は
、
憲
法
草
案
起
草
委
員
会
議
長
の
大
任
を
全
う
し
、

少
数
者
に
対
す
る
積
極
的
な
保
護
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
憲
法
を
起
草
し
た
。
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
の
憲
法
思
想
全
体
に
わ
た
る
考
察
は
、
別
の
機
会
に
譲
り
、

本
稿
で
は
、
彼
の
数
多
く
の
論
稿
中
か
ら
『
国
家
と
少
数
者

(States
a
n
d
 
Minorities)
』
と
い
う
、
一
九
四
七
年
の
覚
書
を
紹
介
す
る
。
こ
の
覚
書

は
、
彼
が
将
来
の
イ
ン
ド
連
邦
の
た
め
に
準
備
し
た
憲
法
草
案
で
あ
り
、
憲
法
起
草
委
員
会
議
長
と
い
う
公
職
に
就
任
す
る
前
の
、
彼
の
憲
法
構
想
を
知

⇔
 

し) （口）

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

(
2
)
 

私
的
施
策
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
優
先
処
遇
の
問
題
は
、

女
性
に
限
っ
た
か
た
ち
で
言
及
さ
れ
る
。
ま
た
、
憲
法
上
の
明
文
規
定
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
特
定
の
法
令
を
根
拠
と
し
て
、
さ
ら
に
は
私
企
業
の

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
憲
法
は
、
少
数
者
保
護
の
た
め
明
文
規
定
を
も
う
け
て
い
る
。
イ
ン
ド
憲
法
が
明
規
し
た
、
広
義
の
「
少
数
者
」
へ
の
保
護

(

3

)

 

条
項
は
大
別
す
る
と
次
の
よ
う
に
わ
け
ら
れ
よ
う
。

教
育
・
経
済
分
野
に
お
け
る
優
遇
措
置
、

公
務
・
公
職
上
の
優
遇
措
置
、

連
邦
議
会
・
州
議
会
に
お
け
る
保
留
議
席
。

S
社
会
的
な
差
別
の
是
正
・
除
去
、

自
主
的
な
措
置
に
も
と
づ
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
は
、
人
種
的
・
宗
教
的
少
数
者
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）
及
び

七
八

(
-
―
六

1

一）



教
育
的
後
進
階
級
」
、

尚
、
本
稿
に
お
け
る
「
少
数
者
」
と
は
、
国
家
生
活
上
の
宗
教
的
・
言
語
的
少
数
者
を
さ
す
の
み
な
ら
ず
、

(
8
)
 

「
指
定
カ
ー
ス
ト
」
、

七
九

(
-
―
六
三
）

後
述
「
市
民
の
弱
者
層
」
、
「
社
会
的
・

「
指
定
部
族
」
を
含
む
広
義
の
少
数
者
を
さ
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
つ
ま
り
、
少
数
者
と
は
、
「
人
口

の
過
半
を
占
め
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
は
区
別
さ
れ
る
異
質
の
基
本
的
特
性
を
所
有
・
維
持
し
て
い
る
非
支
配
的
グ
ル
ー
プ

(non,dominated
group) 

を
さ
」
し
、
「
政
治
的
に
は
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
同
等
な
権
利
、
法
的
待
遇
を
要
求
し
な
が
ら
、
な
お
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
固
有
の
特
性
を
維
持
す
る
た
め

(

9

)

 

の
特
別
な
保
護
・
保
障
を
も
要
求
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
団
体
・
組
織
内
等
の
少
数
者
を
さ
す
も
の
を
も
含
め
れ
ば
最
広
義

の
「
少
数
者
」
及
び
「
少
数
者
権
」
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
本
稿
で
は
国
家
生
活
（
場
合
に
よ
っ
て
は
州
生
活
上
の
も
の
も
含
め
て
）
上
の

(10) 

少
数
者
の
問
題
を
考
え
て
い
く
も
の
と
す
る
。

(

1

)

公
法
研
究
四
五
号
（
一
九
八
三
）
所
収
の
諸
論
説
、
と
り
わ
け
、
阪
本
昌
成
「
優
先
処
遇
と
平
等
権
」
。
阿
部
照
哉
・
野
中
俊
彦
『
平
等
の
権

利
』
（
一
九
八
四
）
。
横
田
耕
一
「
平
等
原
理
の
現
代
的
展
開
ー
—:
A
由
r
m
a
t
i
v
eAc
t
i
o
n
"

の
場
合
」
（
現
代
憲
法
学
研
究
会
編
『
現
代
国

家
と
憲
法
の
原
理
』
所
収
、
六
四
三
頁
）
（
一
九
八
三
）
等
参
照
。

(
2
)
阪
本
•
前
掲
九
九
頁
。

(

3

)

堀
本
武
功
「
保
留
議
席
（
指
定
カ
ー
ス
ト
）
の
成
立
経
緯
と
そ
の
後
の
展
開
」
（
大
内
穂
編
『
イ
ン
ド
憲
法
の
制
定
と
運
用
』
（
一
九
七
七
）

所
収
、
七
三
頁
）
。

(

4

)

李
素
玲
「
イ
ン
ド
憲
法
下
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
位
置
1

国
民
的
統
合
と
の
関
連
で
ー
」
（
大
内
穂
編
『
イ
ン
ド
憲
法
の
基
本
問

題
』
（
一
九
七
八
）
所
収
、

1

―――
1

一
頁
）
。
尚
、
イ
ン
ド
憲
法
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
、
右
に
引
用
し
た
も
の
の
ほ
か
、
桜
田
誉
「
イ
ン
ド
憲
法

の
特
質
」
（
関
西
大
学
法
学
会
『
岩
崎
教
授
在
職
三
五
年
記
念
論
文
集
』
(
-
九
五
八
）
所
収
、
一
四
三
頁
）
、
下
山
瑛
二
「
イ
ン
ド
憲
法
体
制

の
現
状
」
法
律
時
報
五
一
巻
二
号
三
四
頁
（
一
九
七
九
）
、

P

．K
・
ト
ゥ
リ
ー
パ
テ
ィ
「
イ
ン
ド
憲
法
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
影
響
」
（
ロ

ー
レ
ン
ス

•
W
・
ビ
ー
ア
編
、
佐
藤
功
監
訳
『
ア
ジ
ア
の
憲
法
制
度
』
（
一
九
八
一
）
所
収
、
七0
頁
）
等
参
照
。

(
5
)
B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
新
仏
教
運
動
か
ら
の
紹
介
が
幾
つ
か
な
さ
れ
て
き
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
近
時
、

B
.
R
•

ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法
け

(
7
)
 

る
う
え
で
貴
重
な
資
料
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



そ
の
全
生
涯
の
紹
介
が
な
さ
れ
は
じ
め
て
き
た
。
山
崎
元
一
『
イ
ン
ド
社
会
と
新
仏
教
I

ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
の
人
と
思
想
』
（
一
九
七
九
）
、

ダ
ナ
ン
ジ
ャ
イ
・
キ
ー
ル
著
、
山
際
素
男
訳
『
不
可
触
民
の
父
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
の
生
涯
』
（
一
九
八
三
）
等
。
そ
の
他
、
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル

関
係
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
山
崎
・
前
掲
書
の
「
参
考
文
献
」
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

(

6

)

ガ
ン
ジ
ー
は
、
不
可
触
民
制
の
存
在
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
と
り
汚
点
で
あ
り
、
カ
ー
ス
ト
・
ヒ
ン
ズ
ー
の
態
度
が
そ
の
存
在
を
も
た
ら
し
た
も

の
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ー
ス
ト
・
ヒ
ン
ズ
ー
が
心
を
入
れ
か
え
る

(
c
h
a
n
g
e
of 
heart)

こ
と
が
問
題
解
決
の
基
本
と
さ
れ
、

不
可
触
民
自
身
が
積
極
的
に
自
己
の
主
張
を
展
開
し
た
り
、
カ
ー
ス
ト
・
ヒ
ン
ズ
ー
に
反
省
を
迫
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
一
九
四
七
年
、

制
憲
議
会
が
不
可
触
民
制
の
完
全
廃
止
を
宜
言
し
た
と
き
、
イ
ン
ド
は
も
と
よ
り
世
界
の
新
聞
は
こ
ぞ
っ
て
、
ガ
ン
ジ
ー
を
誉
め
称
え
た
が
、
ア

ン
ペ
ー
ド
カ
ル
の
名
を
意
識
的
に
全
く
無
視
し
た
。
「
こ
れ
は
、
ま
さ
に
歴
史
の
ね
つ
造
」
（
キ
ー
ル
・
前
掲
書
二
三
三
頁
）
と
も
云
え
よ
う
。

ガ
ン
ジ
ー
的
「
人
間
の
尊
厳
」
だ
け
で
は
、
イ
ン
ド
憲
法
の
平
等
権
条
項
、
少
数
者
優
遇
条
項
は
充
分
に
解
釈
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(

7

)

こ
の
覚
書
は
、
一
九
四
七
年
三
月
二
四
日
、
制
憲
議
会
基
本
権
小
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
小
委
員
会
に
は
、
ム
ン
シ

(
M
u
n
s
h
i
)

等

の
草
案
も
提
出
さ
れ
た
。
李
素
玲
「
イ
ン
ド
憲
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
問
題
」
（
大
内
穂
編
『
イ
ン
ド
憲
法
の
制
定
と
運
用
』

（
一
九
七
七
）
所
収
四
五
頁
、
五
七
頁
）
等
参
照
。

(

8

)

「
指
定
カ
ー
ス
ト

(
S
c
h
e
d
u
l
e
d
Caste)
」
と
は
、
保
護
の
対
象
と
し
て
指
定
さ
れ
た
カ
ー
ス
ト
で
あ
り
、
一
九
三
五
年
か
ら
、
不
可
触
民
を

指
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
イ
ン
ド
憲
法
に
よ
る
不
可
触
民
制
廃
止
後
も
、
前
不
可
触
民
を
さ
す
政
府
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
憲
法

上
も
こ
の
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
李
•
前
掲
(
4
)三
四
頁
。

(
1
0
)

な
お
、
議
会
内
少
数
者
権
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、

G
.
Jellinek, 
D
a
s
 R
e
c
h
t
 d
e
r
 
Minoritiiten, 
V
o
r
t
r
a
g
 g
e
h
a
l
t
e
n
 
in 
d
e
r
 
J
u
、

ristische 
Gesellschaft, 
W
i
e
n
,
 1
8
9
1
,
 :
\
l
l
K

濾
〖
匹
叩
滓
茎
口
印

i
「
小
フ
痴
巫
土
乍
の
権
利
を
論
ず
」
（
『
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
人
権
宣
言
論
外
三
篇
』
所
収
、
八

九
頁
）
も
参
考
の
た
め
参
照
さ
れ
た
い
。
議
会
内
で
も
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
把
え
方
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
第
一
次
的
に
は
、
「
少
数
派
権
」
で
は
な

く
、
「
少
数
者
権
」
が
問
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

八
〇

(
-
―
六
四
）



に
し
た
。

す
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
憲
法
は
、
こ
の
基
本
原
理
実
施
の
た
め
各
種
の
差
別
待
遇
を
禁
止
し
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ー
ス
ト
制
が
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
イ
ン
ド
社
会
で
は
、
平
等
原
則
を
た
ん
に
主
張
す
る
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
は
望
め
な
い
。

「
そ
こ
で
憲
法
起
草
者
は
、

こ
れ
ら
乎
等
原
則
を
一
歩
押
し
進
め
て
、
下
層
階
級
の
も
の
が
他
の
公
民
と
同
じ
よ
う
に
平
等
の
機
会
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
法
律
面
か
ら
も

(
1
)
 

援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
後
進
階
級
の
保
護
に
関
す
る
特
別
規
定
を
設
け
て
い
る
。
」

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
現
行
憲
法
条
文
の
解
釈
と
、
主
要
な
判
例
の
概
要
を
略
述
す
る
。

各
条
文
と
そ
れ
ぞ
れ
の
解
説
は
、
次
に
掲
げ
る
著
作
の
共
通
的
理
解
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
い
ず
れ
か
の
著
作
の
み
で
言
及
し
て
あ
る
論
点
は
そ

の
旨
註
記
し
た
）
。

D•K. 

S
i
n
g
h
,
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 o
f
 India, 
7
t
h
 ed. 
1982. 

T•K. 

T
o
p
e
,
 C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
o
f
 India, 
1
9
8
2
e
d
.
 

H. 
M. S
e
e
r
v
a
i
,
 
Constitutional 
L
a
w
 o
f
 India, 
3rd. 
ed., 
1983. 

判
例
に
つ
い
て
は
、

A.
I. 

R. 
(
A
l
l
 
I
n
d
i
a
 
R
e
p
o
r
t
e
r
)

所
収
の
も
の
を
参
照
し
た
（
そ
の
他
の
判
例
集
も
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
後
、
充

分
な
紹
介
を
行
な
っ
て
み
た
い
）
。

(
2
)
 

憲
法
条
文
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
か
な
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
ド
憲
法
は
一
九
五

0
年
成
立
以
降
一
九
八

0
年
に
至
る
ま
で
四
五
回
の
改

正
を
経
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
訳
出
し
た
条
文
は
、
前
記

D
.
K
.
 
S
i
n
g
h

等
の
著
作
中
の
条
文
(
-
九
八

0
年
第
四
五
次
憲
法
改
正
法
ま
で
）
を
参
考

B
.
R
•

ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

9

イ
ン
ド
憲
法
前
文
は
、

イ
ン
ド
憲
法
に
お
け
る
少
数
者
保
護

J¥ 

（
一
―
六
五
）

「
わ
れ
わ
れ
イ
ン
ド
国
民
は
、
・
・
・
・
・
・
そ
の
す
べ
て
の
公
民
に
…
…
地
位
及
び
機
会
の
平
等
を
確
保
」
す
る
こ
と
を
厳
粛
に
決
意



設
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(4) (3) 
(b) (a) 

(2) 国
は
、
イ
ン
ド
領
内
に
お
い
て
、
何
人
に
た
い
し
て
も
法
律
の
前
の
乎
等
又
は
法
律
の
平
等
な
保
護
を
否
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
宗
教
、
人
種
、
カ
ー
ス
ト
、
性
別
又
は
出
生
地
を
理
由
と
す
る
差
別
の
禁
止
）

国
は
、
宗
教
、
人
種
、
カ
ー
ス
ト
、
性
別
、
出
生
地
又
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
み
を
理
由
と
し
て
、
市
民
に
た
い
す
る
差
別
を
行
な
っ
て

は
な
ら
な
い
。

（
法
律
の
前
の
平
等
）

市
民
は
、
宗
教
、
人
種
、
カ
ー
ス
ト
、
性
別
、
出
生
地
又
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
み
を
理
由
と
し
て
、

店
舗
、
公
衆
食
堂
、
旅
館
及
び
公
衆
娯
楽
場
へ
の
立
入
、

全
部
又
は
一
部
が
国
家
基
金
に
よ
り
維
持
さ
れ
、
又
は
一
般
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
井
戸
、
用
水
池
、
浴
場
、
通
路
又
は
遊
楽
地
の
使
用
、

に
関
し
、
無
資
格
と
さ
れ
、
負
担
を
課
さ
れ
、
制
限
を
附
さ
れ
又
は
条
件
を
課
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

本
条
の
規
定
は
、
国
が
女
子
及
び
児
童
に
た
い
す
る
特
別
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

本
条
及
び
第
二
九
条
⑨
項
の
規
定
は
、
国
が
社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
又
は
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
進
歩
の
た
め
特
別
規
定
を

第
一
五
条
⑱
項
、
④
項
は
、
①
項
、
＠
項
で
定
め
ら
れ
た
一
般
原
則
に
対
す
る
例
外
的
手
段
で
あ
る
。
④
項
は
、

State
o
f
 
M
a
d
r
a
s
 
v. 
S
h
r
i
m
a
t
i
 

(
3
)
 

C
h
a
m
p
a
k
a
m
 D
o
r
a
i
r
a
j
a
n
事
件
判
決
を
契
機
と
し
て
、
一
九
五
一
年
憲
法
第
一
次
改
正
法
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
マ
ド
ラ
ス
州
知

事
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
も
と
に
大
学
へ
の
入
学
を
制
限
し
、
後
進
階
級
を
保
護
す
る
た
め
の
政
令
を
制
定
し
た
こ
と
の
違
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
最
高
裁

は
、
問
題
と
な
っ
た
政
令
が
、
特
別
の
配
慮
を
も
っ
て
後
進
階
級
の
教
育
的
・
経
済
的
利
益
を
増
進
し
、
彼
ら
を
社
会
的
不
正
義
か
ら
保
護
す
る
目
的
の

(1) 第
一
五
条

第
一
四
条

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

J¥ 

（
―
-
六
六
）



る。 づ
い
て
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、

ら
ば
、

イ
ン
ド
の
人
口
の
大
半
が
、
社
会
的
・
教
育
的
に
後
進
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
も
し
保
留
が
経
済
的
配
慮
の
み
に
も
と

社
会
的
・
教
育
的
に
進
ん
で
い
る
と
認
め
ら
れ
る
層
の
中
に
も
貧
困
の
ポ
ケ
ッ
ト
が
存
在
す
る
…
…
。
」

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

9

本
判
決
は
、

「
社
会
的
・
教
育
的
後
進
性
は
究
極
的
に
は
、
し
か
も
第
一
次
的
に
も
貧
困
に
帰
因
す
る
。

J¥ 

し
か
し
、

(
-
―
六
七
）

と
も
述
べ
て
い

貧
困
が
唯
一
の
基
準
で
あ
る
な

社
会
的

下
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
州
政
策
の
指
導
原
理
は
憲
法
第
三
編
に
よ
っ
て
市
民
に
保
障
さ
れ
た
基
本
権
を
侵
害
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
と
判
示
し
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
応
じ
て
入
学
定
員
を
定
め
る
政
令
は
、
宗
教
、
人
種
及
び
カ
ー
ス
ト
を
理
由
と
し
て
分
類
を
行
な
う
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
後
、
④
項
が
新
し
く
設
け
ら
れ
た
の
で
、
州
（
連
邦
）
は
、
社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
の
た
め
又
は
指
定
カ
ー
ス
ト
、
指
定
部
族
の
た
め

に
特
別
規
定
を
設
け
、
特
別
措
置
を
採
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
州
内
の
如
何
な
る
グ
ル
ー
プ
が
後
進
階
級
を
構
成
す
る
か
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
限

は
州
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
憲
法
上
、
こ
の
「
社
会
的
・
教
育
的
」
後
進
階
級
に
つ
い
て
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
政
府
当
局
に
よ
る
濫
用
も

縣
念
さ
れ
る

(
T
•
K
.To
p
e
)
。
裁
判
所
は
、
適
切
な
基
準
で
後
進
階
級
が
決
定
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
審
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
ん
な
る
教
育
上

の
後
進
性
又
は
公
務
に
お
け
る
不
十
分
な
代
表
の
み
で
は
充
分
で
な
く
、
社
会
的
に
も
教
育
的
に
も
後
進
的
で
あ
る
グ
ル
ー
プ
の
み
が
後
進
階
級
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

(

4

)

 

M
.
 R. Balaji 
v. 
State 
o
f
 M
y
s
o
r
e
判
決
は
、
医
科
大
学
等
の
入
学
定
員
の
六
八
。
＾
ー
セ
ン
ト
を
後
進
階
級
、
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の

た
め
に
保
留
す
る
政
令
（
一
九
六
二
年
七
月
三
一
日
）
を
無
効
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
最
高
裁
は
、
次
の
点
を
挙
げ
て
い
る
。
①

後
進
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
カ
ー
ス
ト
の
み
が
基
礎
と
さ
れ
、
他
の
重
要
な
要
素
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
③

本
政
令
は
、
州
の
平
均
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
教
育
水
準
の
カ
ー
ス
ト
を
も
教
育
的
後
進
階
級
に
含
め
て
い
る
こ
と
。
③
定
員
の
六
八
。
＾
ー
セ
ン
ト
の
保
留
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
特

別
規
定
は
五

0
バ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
五

0
。
ハ
ー
七
ン
ト
を
ど
の
程
度
下
ま
わ
る
か
が
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ど
の
程
度
の
保
留
が
必
要
か
は
、
憲
法
第
一
五
条
④
項
に
も
と
づ
き
、
州
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。



憲
法
第
一
五
条

0
項
に
関
係
す
る
そ
の
他
の
重
要
な
判
決
と
し
て
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

⑦
社
会
的
後
進
性
は
、
カ
ー
ス
ト
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
し
て
も
決
定
さ
れ
る
。

⑥
 

⑥
 
後
進
性
を
、

こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
が
う
ち
た
て
た
原
則
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

階
級
の
後
進
性
は
、
社
会
的
か
つ
教
育
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
社
会
的
又
は
教
育
的
な
も
の
で
は
な
い
。

憲
法
第
一
五
条
④
項
は
、
後
進
階
級
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ー
ス
ト
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。

カ
ー
ス
ト
は
、
社
会
的
後
進
性
を
決
定
す
る
際
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ー
ス
ト
が
唯
一
の
又
は
支
配
的
な
基
準
と
は
な
さ
れ
な
い
。

一
定
の
階
級
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
職
業
は
、
社
会
的
後
進
性
を
決
定
す
る
。

「
後
進
性
」
及
び
「
一
層
の
後
進
性
」
に
区
分
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
一
五
条
④
項
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。

指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
に
た
い
す
る
保
留
枠
は
五

0
バ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
る
ぺ
き
で
な
い
。

④
 

③
 

③
 

①
 

認
め
ら
れ
て
い
る
。

(
5
)
 

R. 
C
h
i
t
r
a
l
e
k
h
a
 
v. 
State 
o
f
 
M
y
s
o
r
e

事
件
で
は
、
カ
ー
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
ず
、

し
た
マ
イ
ソ
ー
ル
州
政
府
の
政
令
が
問
題
と
さ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
カ
ー
ス
ト
が
社
会
的
後
進
性
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
の
―
つ
の
重
要
な
要
件
と
な

る
こ
と
を
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
経
済
的
条
件
及
び
職
業
の
み
を
理
由
と
し
て
な
さ
れ
た
「
社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
」
の
決
定
を
有
効
と
し
た
。
こ

の
判
決
で
も
、
カ
ー
ス
ト
の
み
を
理
由
と
す
る
、
後
進
階
級
の
決
定
は
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
、
社
会
的
後
進
性
と
は
究
極
の
と
こ
ろ
貧
困
の
結
果
で
あ
る

と
い
う
立
場
が
採
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
憲
法
第
一
五
条
④
項
は
、
一
っ
の
独
立
し
た
規
定
で
あ
り
、
憲
法
の
他
の
如
何
な
る
規
定
に
よ
っ
て
も
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
さ
れ
な
い
こ
と
、
同
条
項
は
「
階
級
」
を
問
題
と
し
て
お
り
、
「
カ
ー
ス
ト
」
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

「
収
入
及
び
職
業
」
を
基
準
と
し
て
社
会
的
後
進
性
を
決
定

「
以
後
、
全
体
的
な
流
れ
と
し
て
司
法
側
の
見
解
は
、
後
進
性
決
定
の
基
準
づ
く
り
に
お
い
て
、
カ
ー
ス
ト
を
唯
一
の
支
配
的
要
素
と
は
み
な
さ
ず
、

(
6
)
 

経
済
上
、
職
業
上
、
環
境
上
、
教
育
上
の
諸
要
素
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

P.
R
a
j
e
n
d
r
a
n
 
v. 
State 

(
7
)
 

of M
a
d
r
a
s
判
決
で
は
、
カ
ー
ス
ト
が
、
真
に
彼
ら
の
職
業
に
も
と
づ
い
て
後
進
階
級
を
示
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
カ
ー
ス
ト
の
み
に
よ
る
分
類
が

八
四

(
-
―
六
八
）



（イ）

B
.
R
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

H

を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(4) (2) 

八
五

(
-
―
六
九
）

社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
、
登
録
開
業
医
の
子
弟
及
び
著
名
な
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
の
た
め
に
医
科
大
学
の
定
員
を
保
留
し
た
政
令
の
合
憲
性
が
争

わ
れ
た

R.
J
a
c
o
b
 M
a
t
h
e
w
 v. 
State 
of 
K
e
r
a
l
a
事
件
(
-
九
六
四
）
。
＠
農
業
地
域
か
ら
の
志
願
者
に
た
い
す
る
定
員
保
留
は
、
違
憲
だ
が
、

丘
陵
地
域
等
か
ら
の
志
願
者
の
た
め
の
保
留
枠
は
有
効
だ
と
判
示
し
た

State
o
f
 
U. P. 
v. 
P
r
a
d
i
p
 T
a
n
d
o
n
事
件
(
-
九
七
五
）
。
砂

留
を
後
進
階
級
に
認
め
つ
つ
、
年
収
に
よ
る
制
限
を
設
け
た
命
令
を
有
効
と
し
た

J
a
y
a
s
r
e
e
v. 
State 
of K
e
r
a
l
a
事
件
(
-
九
七
六
）
。

こ
こ
一

0
年
、
非
後
進
階
級
の
中
か
ら
、
社
会
的
緊
張
関
係
を
つ
く
り
だ
す
、
後
進
階
級
に
た
い
す
る
定
員
の
保
留
廃
止
を
求
め
る
動
き
が
顕
在
化
し

て
き
て
い
る
。
今
日
ま
で
無
視
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
れ
ら
後
進
階
級
に
正
義
を
も
た
ら
す
こ
と
の
必
要
性
と
、
非
後
進
階
級
出
身
で
競
争
関
係
に
あ
る

(
8
)
 

学
生
達
の
間
に
生
ず
る
不
満
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

(T.

K. 
T
o
p
e
)
。
後
進
階
級
の
中
で
も
、
あ
る
特
定
の
部
門
の
み
が
利
益
を
享

受
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
憲
法
第
一
五
条
④
項
は
、
後
進
階
級
の
利
益
を
増
進
さ
せ
る
た
め
に
の
み
援
用
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
後
進
階
級
学
生
が
保
留
枠
よ
り
多
い
定
数
を
成
績
順
等
に
よ
り
確
保
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
数
が
保
留
枠
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

(D•K. 

S
i
n
g
h
)
。

国
の
下
に
あ
る
官
職
へ
の
一
雇
用
又
は
任
命
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
市
民
も
乎
等
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。

い
か
な
る
市
民
も
、
宗
教
、
人
種
、
カ
ー
ス
ト
、
性
別
、
家
柄
、
出
生
地
、
居
住
地
又
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
み
を
理
由
と
し
て
国
の
下

に
あ
る
官
職
へ
の
雁
用
又
は
任
命
に
つ
き
不
適
格
と
さ
れ
た
り
、
差
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

は
任
命
前
に
当
該
州
又
は
連
邦
内
に
居
住
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
旨
規
定
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

本
条
の
規
定
は
、
州
又
は
連
邦
内
の
政
府
、
地
方
機
関
又
は
そ
の
他
の
機
関
に
お
け
る
各
陪
級
の
雇
用
又
は
任
命
に
関
し
て
、
当
該
扉
用
又

本
条
の
規
定
は
、
国
が
そ
の
公
務
に
適
当
に
参
加
し
て
い
な
い
と
認
め
る
後
進
階
級
市
民
の
た
め
に
任
命
又
は
補
職
を
保
留
す
る
旨
の
規
定

第
一
六
条

）
 

ー
，
ー
、

（
公
務
へ
の
雇
用
に
関
す
る
機
会
均
等
）

定
員
の
保



「
階
級
」
と
い
う
語
は
、
そ
の
通
常
の
意
味
に
お
い
て
、
あ
る
類
似
性
及
び
共
通
の
特
質
を
理
由
と
し
て
グ
ル
ー
プ
わ
け
さ
れ
た
人
民
の
同
質
の

部
門
を
意
味
す
る
。
彼
ら
は
、
地
位
、
位
階
、
職
業
、
住
居
、
人
種
、
宗
教
及
び
そ
の
よ
う
な
何
ら
か
の
属
性
に
よ
っ
て
同
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る

部
門
が
一
階
級
を
形
成
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
際
し
て
、
憲
法
第
一
六
条
④
項
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
カ
ー
ス
ト
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
人
種
、
宗

教
、
性
別
、
家
柄
、
出
生
地
又
は
住
居
の
み
に
も
と
づ
く
テ
ス
ト
は
、
イ
ン
ド
憲
法
に
違
反
す
る
の
で
採
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
州
の
政
策
は
、
何
ら
か
の
任
命
又
は
補
職
の
保
留
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
全
ボ
ス
ト
の
配

分
計
画
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
州
は
憲
法
上
の
保
障
と
調
和
的
に
、
後
進
階
級
の
た
め
任
命
、
補
職
又
は
昇
進
の
保
留
を
行
な
う
計
画
を
工
夫
す
る

③
 

R
 

級
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
後
進
階
級
」
と
い
う
表
現
は
、
「
後
進
カ
ー
ス
ト
」
と
か
「
後
進
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
と
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
あ
る
カ
ー
ス

卜
又
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
の
構
成
員
が
、
社
会
的
・
経
済
的
・
教
育
的
基
準
か
ら
、
あ
る
時
期
に
は
後
進
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
故
に

後
進
階
級
と
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
ら
が
カ
ー
ス
ト
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
員
だ
か
ら
で
は
な
く
、
彼
ら
が
一
階

①
 

た
い
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
後
進
階
級
」
の
た
め
に
国
（
州
）
が
任
命
又
は
補
職
を
保
留
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
明
示
的
に
承
認
し
て
い
る
。

④
項
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
①
市
民
の
一
階
級
が
後
進
的
、
す
な
わ
ち
社
会
的
・
教
育
的
に
後
進
で
あ
る
こ
と
、
R
そ
れ

が
公
務
上
十
分
に
代
表
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
。
あ
る
特
定
の
階
級
が
後
進
階
級
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
に
際
し
て
は
、

Balaji

判
決
で
確
立
さ
れ
た
原
則
が
、
第
一
六
条
④
項
に
も
適
用
さ
れ
よ
う
。

(
9
)
 

Triloki N
a
t
h
 T
i
k
u
 v. 
State 
o
f
 J
a
m
m
u
 a
n
d
 K
a
s
h
m
i
r
事
件
判
決
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
任
命
及
び
ボ
ス
ト
を
保
留
す
る
州
の
政
策
に

憲
法
第
一
六
条
④
項
は
、

(5) 

(
-
―
七

0
)

本
条
の
規
定
は
、
宗
教
的
・
宗
派
的
組
織
の
事
務
を
行
な
う
者
又
は
そ
の
管
理
機
関
の
職
員
が
、
特
定
の
宗
教
を
信
ず
る
者
又
は
特
定
の
宗

派
に
属
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
す
る
法
律
の
実
施
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

八
六



響
を
及
ぼ
す
と
考
え
た
。

社
会
的
・
教
育
的
後
進
性
は
、
経
済
的
後
進
性
と
む
す
び
つ
い
て
お
り
、
社
会
的
・
教
育
的
後
進
性
が
究
極
的
に
は
貧
困
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
が
、
貧
困
の
み
が
後
進
性
テ
ス
ト
の
排
他
的
手
法
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
的
・
教
育
的
後
進
性
と
経
済
的
後
進
性
と
は
必
ず
し
も

常
に
一
致
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

(vgl.,
State 
o
f
 
A. P. v•H. 

S. 
V. 
B
a
l
a
r
a
m
,
 
1972)
。
し
か
し
な
が
ら
、

J
a
n
a
k
i
P
r
a
s
a
d
 
v. 

State 
o
f
 J. 
&
 Cf

に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
憲
法
第
一
六
条
④
項
の
「
市
民
の
後
進
階
級
」
と
い
う
表
現
は
、
第
一
五
条
④
項
の
「
市
民
の
社
会
的
・

教
育
的
後
進
階
級
」
と
い
う
表
現
と
同
じ
事
を
意
味
し
て
い
る
と
判
示
し
た
。
あ
る
人
が
市
民
の
後
進
階
級
に
属
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
人
が
社

会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
の
メ
ン
バ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
の
見
解
は
、
以
前
の
最
高
裁
の
立
場
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

Triloki
判
決
で
は
、
保
留
が
五

0
バ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

T
.

(
1
1
)
 

D
e
v
a
d
a
s
a
n
 v. 
U
n
i
o
n
 
o
f
 
I
n
d
i
a

に
お
い
て
、
後
進
階
級
の
た
め
の
過
度
の
保
留
は
、
憲
法
第
一
六
条
①
項
で
保
障
さ
れ
た
権
利
を
否
定
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
で
問
題
と
さ
れ
た
、
政
府
に
よ
る
保
留
措
置
は
、
あ
る
特
定
の
年
度
に
は
六
四
。
＾
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
た

（
い
わ
ゆ
る
「
c
a
r
r
y
f
o
r
w
a
r
d
 rule
」
に
よ
っ
て
保
留
枠
が
次
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
）
。
最
高
裁
は
、
不
合
理
で
過
度
な
、
又
は

法
外
な
保
留
を
行
な
う
こ
と
は
、
広
範
な
分
野
で
の
一
般
的
競
争
を
排
除
し
、
雇
用
者
間
の
不
満
足
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
政
の
効
率
性
に
影

憲
法
第
一
六
条
④
項
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、
さ
ら
に
、
次
の
判
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

（イ）

第
一
六
条
の
保
障
は
、
公
務
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
で
行
な
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
選
任
ボ
ス
ト
も
後
進
階
級
の
た
め
に
保
留
で
き
る
と
し
た
、
C
.
C
h
a
n
、

(
1
2
)
 

n
a
b
a
s
a
v
a
i
h
 v. 
State 
o
f
 M
y
s
o
r
e
 
(1965)。
佃
E

昇
進
の
機
会
を
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
に
属
す
る
者
に
他
の
者
よ
り
多
く
与
え
る
ケ
ー
ラ

ラ
州
政
府
の
措
置
が
「
あ
ら
ゆ
る
市
民
の
た
め
に
均
し
い
機
会
を
提
供
す
る
目
的
と
の
合
理
的
関
連
性
を
有
す
る
」
分
類
と
判
断
さ
れ
た
、

State
o
f
 

K
e
r
a
l
a
 v•N. 

M
.
 T
h
o
m
a
s
 (
1
9
7
6
)
1
(
K
r
i
s
h
n
a
 Iyer
判
事
は
、
経
済
的
に
豊
か
な
ハ
リ
ジ
ャ
ン
も
、

ら
れ
た
優
先
的
処
遇
を
否
定
さ
る
ぺ
き
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
）
—
|
、
等
。

B
.
R
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

9

こ
と
が
で
き
る
。

八
七

(
-
―
七
一
）

一
階
級
と
し
て
の
ハ
リ
ジ
ャ
ン
に
与
え



N. 
M. T
h
o
m
a
s
判
決
は
、
後
進
階
級
に
た
い
す
る
保
留
が
、
憲
法
第
一
六
条
④
項
の
範
囲
外
で
も
可
能
で
あ
る
旨
判
示
し
た
。
憲
法
前
文
で
う
た
わ

れ
た
、
社
会
的
・
経
済
的
正
義
実
現
へ
の
責
務
は
、
国
が
社
会
の
弱
者
部
門
に
特
別
の
保
留
を
行
な
う
こ
と
を
必
然
的
に
要
請
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
こ
ろ
み
の
中
で
、
社
会
の
あ
る
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
「
機
会
の
平
等
」
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
比
較
的
強
力
な
部
門
に
た
い
す
る

「
不
正
義
」
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
重
大
な
性
質
を
持
つ
社
会
的
緊
張
を
導
く
だ
ろ
う(
T
•
K
.To
p
e
)
。
最
近

の
、
マ
ハ
ー
ラ
シ
ュ
ト
ラ
州
に
お
け
る
マ
ラ
ク
ワ
ダ
事
件
、
ビ
ハ
ー
ル
州
及
び
ウ
ッ
ク
ル
11

プ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
州
に
お
け
る
一
九
七
八
年
の
事
件
、

0
年
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
事
件
は
、
こ
の
問
題
の
深
刻
さ
を
示
し
て
い
る
。

（
「
不
可
触
民
制
」
の
鹿
止
）

「
不
可
触
民
制
」
は
廃
止
さ
れ
、
い
か
な
る
形
式
に
お
け
る
そ
の
慣
行
も
禁
止
さ
れ
る
。

は
、
法
律
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
で
あ
る
。

本
条
は
、
法
律
の
下
の
平
等
を
保
障
す
る
た
め
の
き
わ
め
て
重
要
な
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
世
紀
も
の
間
イ
ン
ド
社
会
の
広
い
範
囲
の
人
々
に

否
定
さ
れ
て
き
た
、
社
会
正
義

(social
justice)

と
人
間
の
尊
厳

(dignity
o
f
 m
a
n
)
を
実
現
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
規
定
と
い
え
よ
う
。
本
条
項

は
、
二
つ
の
内
容
を
持
つ
。
第
一
に
、
「
不
可
触
民
制
」
は
廃
止
さ
れ
、
か
つ
そ
の
実
施
は
い
か
な
る
形
式
を
採
ろ
う
と
も
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。

第
二
に
、
「
不
可
触
民
制
」
か
ら
生
ず
る
い
か
な
る
無
資
格
の
強
制
も
、
法
律
に
し
た
が
っ
て
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
を
構
成
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
不
可
触
民
制
」
と
い
う
言
葉
が
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
本
条
が
文
字
上
又
は
文
法
上
の
意
味
に
お
け
る
不
可

触
性

(
U
n
t
o
u
c
h
a
b
i
l
i
t
y
)

で
は
な
く
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
歴
史
上
展
開
し
て
き
た
慣
行
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

本
条
の
範
囲
内
に
あ
る
多
く
の
内
容
は
、
す
で
に
第
一
五
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。

も
店
舗
、
公
衆
食
堂
、
旅
館
及
び
公
衆
娯
楽
場
へ
の
立
入
を
拒
否
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
全
部
又
は
一
部
が
国
家
基
金
に
よ
り
維
持
さ
れ
又
は
一
般
の

第
一
七
条

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

つ
ま
り
、
不
可
触
民
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
何
人

「
不
可
触
民
制
」
よ
り
生
ず
る
無
資
格
を
強
制
す
る
こ
と

｀ヽ
＼

I

I

 (
-
―
七
二
）

一
九
八



律
で
定
め
ら
れ
た
処
罰
は
き
わ
め
て
軽
微
で
あ
り
（
「
…
…
六
ヶ
月
以
下
の
拘
禁
若
し
く
は
五

0
0
ル
ビ
］
以
下
の
罰
金
…
…
」
同
法
第
三
条
等
）
、
訴
訟

費
用
を
負
担
し
、
多
く
の
い
や
が
ら
せ
を
受
け
て
ま
で
訴
訟
に
持
ち
込
む
ケ
ー
ス
は
減
少
し
て
き
た
。

一
九
六
五
年
、
指
定
カ
ー
ス
ト
の
不
可
触
性
、
経
済
的
・
教
育
的
発
展
に
つ
い
て
の
委
員
会

(
C
o
m
m
i
t
t
e
e
o
n
 Untouchability, 
E
c
o
n
o
m
i
c
 a
n
d
 

E
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 of the 
S
c
h
e
d
u
l
e
d
 Castes)

が
、
本
法
の
実
施
状
況
を
調
査
し
、
改
正
の
た
め
の
適
切
な
勧
告
を
作
成
す
る
た
め
任

(15) 

命
さ
れ
た
。
本
法
改
正
法
案
は
、
一
九
七
二
年
、
国
会
に
提
出
さ
れ
、
一
九
七
六
年
に
成
立
し
た
。
新
法
は
、
「
市
民
権
保
護
法

(Protection
o
f
 Civil 

R
i
g
h
t
s
 A
c
t
)
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
（
新
法
第
三
条
）
。
新
法
の
「
市
民
権
」
と
は
、

権
利
で
あ
る
」

（
第
四
条
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
不
可
触
民
制
」
に
つ
い
て
の
定
義
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
何
ら
か
の
法
的
言
い

逃
れ

(legal
q
u
i
b
b
l
i
n
g
)

の
余
地
が
残
っ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る

(
T
•
K
.To
p
e
)
。
新
法
は
、
旧
法
よ
り
も
処
罰
を
加
重
し
、
私
有
地
で
あ
っ
て
も

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

H

一
九
五
五
年
、
国
会
は
、

八
九

「
憲
法
第
一
七
条
の
不
可
触
民
制
廃
止
規
定
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

用
に
供
さ
れ
て
い
る
井
戸
、
用
水
池
、
浴
場
又
は
遊
楽
地
の
使
用
を
拒
否
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
項
は
、
不
可
触
民
制
が
行
な
わ
れ
る
形
態

中
の
主
要
な
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
他
に
も
不
可
触
民
制
と
む
す
び
つ
い
た
多
く
の
差
別
形
態
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

に
供
さ
れ
て
い
る
備
品
の
使
用
、
職
業
上
必
要
な
用
具
の
使
用
、
居
住
家
屋
の
取
得
・
占
有
に
つ
い
て
、
宗
教
的
行
事
へ
の
参
加
、
装
身
具
・
装
飾
品
の

使
用
等
々
。
不
可
触
民
に
た
い
す
る
こ
れ
ら
の
差
別
的
慣
行
は
憲
法
に
よ
っ
て
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
不
可
触
民
が
排
除
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
し
て

い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
一
般
的
に
礼
拝
目
的
の
た
め
に
公
開
さ
れ
て
い
る
寺
院
へ
の
彼
ら
の
立
入
を
拒
否
す
る
こ
と
と
、
彼
ら
が
宗
教
施
設
の
便
益

の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
寺
院
に
立
入
を
禁
ず
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
基
本
的
な
区
別
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ

れ
る

(
D
•
K
.Si
n
g
h
)
。
前
者
は
憲
法
第
一
七
条
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
憲
法
第
二
六
条
の
問
題
と
さ
れ
る
。

憲
法
第
三
五
条
に
も
と
づ
き
、
国
会
の
み
が
そ
れ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
の
処
罰
を
定
め
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
憲
法
施
行
前
制

定
さ
れ
た

U.
P. 
R
e
m
o
v
a
l
 o
f
 Social 
Disabilities 
Act, 1
9
4
7

の
効
力
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
不
可
触
民
制
か
ら
生
ず
る
無
資
格
を
取

(13) 

り
扱
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
無
効
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
判
示
し
た

(State
v. 
G
u
i
a
b
 S
i
n
g
h
)
。

「
不
可
触
民
制
（
犯
罪
）
法
」

(14) 

(
T
h
e
 U
n
t
o
u
c
h
a
b
i
l
i
t
y
 
(Offences) 
Act, 
1
9
5
5
)

を
制
定
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
法

(
-
―
七
―
―
ー
）

一
般
の
用



(2) 

＾ 略

公
の
礼
拝
所
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
所
で
あ
れ
ば
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
（
第
四
条
）
。
さ
ら
に
、
違
反
行
為
の
調
査
を
故
意
に
怠
っ
た
公
務
員

を
教
唆
者
と
し
て
処
罰
す
る
規
定
（
第
―
二
条
）
、
州
政
府
が
犯
罪
に
か
か
わ
っ
た
地
域
の
住
民
に
集
団
的
に
罰
金
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
規
定
（
第
一

三
条
）
等
を
も
う
け
て
い
る
。

(
1
6
)
 

Devarajiah v. 
B. 
P
a
d
m
a
n
n
a
事
件
判
決
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

に
は
括
弧
が
つ
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
文
字
上
又
は
文
法
上
の
意
味
に
お
け
る
不
可
触
性
で
は
な
く
、
わ
が
国
で
歴
史
的
に
展
開
さ
れ
て
き

た
慣
行
を
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
」
こ
こ
か
ら
、
「
不
可
触
民
制
（
犯
罪
）
法
」
に
お
け
る
「
Untouchability
」
の
語
も
同
様
に
解
釈

さ
れ
る
と
し
た
。
た
だ
、
本
件
で
訴
え
ら
れ
た
行
為
は
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
本
件
で
は

Janis)

に
関
す
る
社
会
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
教
唆
及
び
宗
教

的
・
社
会
的
慣
行
か
ら
す
る
そ
れ
ら
の
人
に
関
す
る
社
会
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
教
唆
に
す
ぎ
ず
、
あ
る
特
定
の
階
級
で
の
彼
ら
の
血
統
に
全
く
何
の
関
係
も

な
い
と
こ
ろ
で
は
不
可
触
民
制
（
犯
罪
）
法
で
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
を
構
成
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
の
判
決
は
旧
法
の
下
で
の
判
断
で
あ
り
、
新
法
の

下
で
は
異
な
っ
た
判
断
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

第
二
三
条

搾
取
に
反
対
す
る
権
利
を
定
め
た
、
憲
法
第
二
三
条
、
第
二
四
条
は
、
人
間
の
尊
厳
の
承
認
と
回
復
を
目
的
と
し
て
い
る
。
第
二
三
条
は
、
二
つ
の
宜

言
を
具
体
化
し
て
い
る
。
第
一
に
、
人
身
売
買
、
ベ
ガ
ー
及
び
そ
の
他
の
強
制
労
働
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
本
条
の
禁
止
に
た
い
す
る
如
何
な

る
違
反
も
法
律
に
し
た
が
っ
て
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
と
な
る
こ
と
、
で
あ
る
。
人
身
売
買
と
は
、
人
間
を
売
買
、
貸
借
又
は
処
分
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
商

ヽ （
人
身
売
買
及
び
強
制
労
働
の
禁
止
）

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

(
-
―
七
四
）

「
憲
法
第
一
七
条
に
お
け
る

Untouchability
と
い
う
言
葉

い
人
身
売
買
、
ペ
ガ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
形
式
の
強
制
労
働
は
禁
止
さ
れ
る
。
本
規
定
の
違
反
は
、
法
律
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
と
な

る。

九
〇



品
の
如
く
取
り
扱
う
行
為
を
意
味
し
て
い
る
。
不
道
徳
な
目
的
を
も
っ
て
婦
女
子
を
取
引
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
条
項
に
よ
り
禁
ぜ
ら

れ
て
い
る
。
議
会
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
九
五
六
年
、

T
h
e
S
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 o
f
 I
m
m
o
r
a
l
 Traffic 
in W
o
m
e
n
 a
n
d
 Girls 
A
c
t
を
制
定
し

た
。
奴
隷
に
つ
い
て
は
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
が
「
traffic
in h
u
m
a
n
 b
e
i
n
g
s
」
と
い
う
表
現
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
異
論
は
な
い
。
現
行
法
の
下
で
は
、
人
を
奴
隷
と
し
て
輸
出
入
、
移
送
、
売
買
、
処
分
し
た
人
又
は
奴
隷
と
し
て
あ
る
人
を
そ
の
意
思
に
反
し
て
受

渡
若
し
く
は
抑
留
し
た
人
は
拘
禁
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

ペ
ガ
ー
と
は
、
労
働
報
酬
な
し
の
（
あ
っ
た
と
し
て
も
と
る
に
足
り
な
い
さ
さ
い
な
も
の
）
、
そ
の
意
に
反
す
る
労
働
を
意
味
す
る
。
労
働
の
対
価
た

る
報
酬
、
と
く
に
賃
金
な
し
で
働
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
基
本
的
権
利
で
あ
り
、
唯
一
の
例
外
は
、

で
あ
る
。
洪
水
、
森
林
火
災
等
又
は
軍
役
の
よ
う
な
公
共
目
的
の
た
め
に
課
さ
れ
る
強
制
的
な
公
役
務
は
、
憲
法
第
二
三
条
の
原
則
の
例
外
と
し
て
認
め

ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
制
憲
議
会
の
中
で
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
も
承
認
し
て
い
た
。

他
人
に
労
働
を
依
頼
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
の
賃
金
を
支
払
わ
な
い
こ
と
は
、
ペ
ガ
ー
の
性
質
を
持
つ
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
払
い
を
こ
え
た
労

働
を
任
意
に
協
定
す
る
こ
と
は
、
ペ
ガ
ー
と
も
強
制
労
働
と
も
解
さ
れ
な
い
。
た
と
え
、
賃
金
の
支
払
い
に
何
の
問
題
も
な
い
場
合
で
さ
え
、
人
は
そ
の

意
思
に
反
し
て
労
働
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
犯
罪
に
た
い
す
る
処
罰
と
し
て
、
拘
禁
中
に
作
業
と
し
て
か
さ
れ
る
労
働
は
、
憲
法
第
二

三
条
に
違
反
し
な
い
（
同
じ
よ
う
に
イ
ン
ド
刑
法
第
四
九
一
条
は
合
憲
で
あ
る
）
。

ペ
ガ
ー
は
、
以
前
に
は
イ
ン
ド
の
特
定
の
地
域
で
は
法
的
に
も
是
認
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
議
会
は
一
九
七
六
年
、

B
o
n
d
e
d
L
a
b
o
u
r
 S
y
s
t
e
m
 

(Abolition) 
A
c
t

を
制
定
し
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
で
の
束
縛
・
強
制
労
働
を
廃
止
し
た
。
イ
ン
ド
憲
法
第
二
三
条
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
三
条
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

、̀
l“い

て
い
た
。
こ
の
慣
行
が
、

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法
け

九

一
般
に
課
さ
れ
る
公
役
務

第
二
三
条
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

マ
ニ
プ
ー
ル
州
の
あ
る
村
で
は
、
村
の
長
に
た
い
し
て
無
償
労
働
を
提
供
す
る
こ
と
が
そ
の
村
の
家
長
の
義
務
と
さ
れ
る
と
い
う
慣
行
が
存
在
し

ペ
ガ
ー
及
び
そ
の
他
の
強
制
労
働
を
禁
じ
た
憲
法
第
二
三
条
い
項
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
、

K
a
h
a
o
s
a
n
T
h
a
n
g
k
h
u
l
 
v. 

(
-
―
七
五
）



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ン
ズ
ー
の
宗
教
施
設
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

第
二
五
条
は
、
良
心
の
自
由
な
ら
び
に
信
仰
告
白
を
自
由
に
行
な
う
権
利
、
宗
教
活
動
及
び
布
教
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。

し)

原
註

n

原
註

(
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
)
>-< 

る
た
め
の
規
定
を
も
う
け
る
こ
と
。

(b) 

社
会
福
祉
及
び
社
会
改
良
の
た
め
又
は
公
共
的
性
質
を
有
す
る
ヒ
ン
ズ
］
の
宗
教
施
設
を
ヒ
ン
ズ
］
の
す
べ
て
の
階
級
・
階
層
へ
開
放
す

(a) 

宗
教
活
動
に
関
連
す
る
経
済
的
、
財
政
的
、
政
治
的
そ
の
他
の
非
宗
教
的
活
動
を
規
制
又
は
制
限
す
る
こ
と
。

る
も
の
で
は
な
い
。

(2) バ
ス
乗
客
の
通
行
税
が
バ
ス
所
有
者
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
旨
定
め
る

B
i
h
a
r
F
i
n
a
n
c
e
 
Act, 
1
9
5
0

の
規
定
は
、
憲
法
第
二
三
条
に
違
反
し

な
い
と
し
た
、

A
t
m
a
R
a
m
 v. 
State 
of B
i
h
a
r
 (
1
9
5
2
)
。

政
府
被
用
者
賃
金
の
差
押
は
、
ペ
ガ
ー
を
禁
ず
る
憲
法
第
二
三
条
か
ら
み
て
妥
当
で
な
い
と
判
示
し
た
、

Suraj
N
a
r
a
i
n
 
v. 
State 
o
f
 
M. P. 

(
1
9
6
0
)

等。第
二
五
条

①
公
の
秩
序
、
道
徳
、
衛
生
及
び
本
編
の
他
の
規
定
の
制
限
内
で
、
何
人
も
ひ
と
し
く
良
心
の
自
由
を
保
障
さ
れ
、
自
由
に
信
仰
を
告
白
し
、

祭
祀
を
行
な
い
及
び
布
教
す
る
権
利
を
保
障
さ
れ
る
。

本
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
現
行
法
の
施
行
に
影
響
を
及
ぽ
し
又
は
国
が
こ
れ
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
妨
げ

（
良
心
の
自
由
な
ら
び
に
信
仰
、
祭
祀
及
び
布
教
の
自
由
）

（口）
S
i
m
i
r
e
i
 Shailei (
1
9
6
0
)

。

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

「
キ
ル
。
＾
ン
（
刀
）
」
の
所
持
は
、
シ
ー
ク
教
の
信
仰
に
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

③
項
⑯
に
お
け
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
は
、
シ
ー
ク
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
又
は
仏
教
を
信
仰
す
る
者
を
含
む
も
の
と
解
釈
し

九

(
-
―
七
六
）



あ
る
特
定
の
事
項
が
本
質
的
に
宗
教
活
動
で
あ
る
の
か
、
宗
教
と
関
連
し
て
生
ず
る
た
ん
な
る
世
俗
的
、
商
業
的
又
は
政
治
的
活
動
で
あ
る
の
か
を
判

断
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
憲
法
に
も
と
づ
く
事
例
が
そ
の
困
難
性
を
示
す
好
例
と

い
え
よ
う
。

つ
き
判
断
さ
れ
た
。

B
a
k
r
i
d

日
に
お
け
る
牛
の
犠
牲
は
、

(17) 

Mohd•Hanif 

Q
u
a
r
e
s
h
i
 v. 
State 
of 
B
i
h
a
r

に
お
い
て
、
牛
屠
殺
禁
止
が
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
信
仰
・
祭
祀
の
自
由
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
に

コ
ー
ラ
ン
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
行
為
は
宗
教
活
動
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
で

あ
る
と
の
主
張
に
た
い
し
て
、
最
高
裁
は
、
そ
の
慣
行
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
本
質
的
要
素
と
は
認
め
ら
れ
ず
（
そ
う
認
め
る
に
は
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
と

し
た
）
、
し
た
が
っ
て
憲
法
第
二
五
条
②
項
伺
に
も
と
づ
い
て
規
制
さ
れ
う
る
と
判
示
し
た
。

①
項
で
保
障
さ
れ
た
権
利
は
、
他
の
基
本
的
人
権
規
定
と
調
和
的
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
制
限
の
一
っ
と
し
て
③
項
が
存
在
し
て
い
る
。
②
項
⑲
は
二
つ

の
例
外
を
扱
っ
て
い
る
。
り

社
会
福
祉
及
び
社
会
改
革
の
た
め
の
法
律
、
＠

「
公
共
的
性
質
を
有
す
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
施
設
」
の
開
放
、
で
あ
る
。

九

「
ヒ
ン
ズ
ー
の
す
べ
て
の
階
級
・
階
層
」
に
た
い
す
る
、
あ
ら
ゆ
る

①
項
に
も
と
づ
く
宗
教
の
自
由
の
権
利
は
、
社
会
福
祉
及
び
社
会
改
革
の
た
め
州
が
制
定
し
た
法
律
に
よ
り
制
限
を
受
け
る
（
＠
項
）
。
こ
れ
に
よ
り
、

重
婚
を
禁
ず
る
法
律
が
、
信
仰
の
自
由
の
侵
害
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
、

H
i
n
d
u
M
a
r
r
i
a
g
e
 Act, 1
9
5
6

も
合
憲
と
さ
れ
て
い
る
。
各
種
の
悪
習
(
「
sati
」

と
か
「
d
e
v
d
a
s
i
」
)
の
禁
止
は
、
＠
項
に
よ
り
正
当
と
さ
れ
る
。
①
項
は
、
個
人
の
権
利
を
扱
っ
て
い
る
が
、
③
項
は
広
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
権
利
に
言

及
し
、
第
二
五
条
①
項
、
第
二
六
条
①
項
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
い
え
る
。

第
二
五
条
③
項
⑱
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
権
利
は
、
礼
拝
目
的
で
寺
院
に
立
入
る
権
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
権
利
は
無
制
限
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

寺
院
に
、
昼
夜
を
問
わ
ず
礼
拝
で
き
る
よ
う
に
開
門
し
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

a
c
h
a
r
y
a
s
の
み
が
行
な
う
こ
と

の
出
来
る
サ
ー
ビ
ス
を
個
人
的
に
行
な
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
う
る
わ
け
で
も
な
い
。
祭
祀
活
動
の
あ
る
も
の
を
、
特
別
に
入
会
し
た
人
に
の

み
な
し
う
る
と
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
派
が
持
つ
慣
行
と
も
い
え
よ
う
。
か
く
し
て
、
第
二
五
条
③
項
⑯
で
保
障
さ
れ
た
権
利
は
、
必
然
的
に
何
ら

か
の
制
限
や
規
律
に
服
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
よ
う
な
制
限
又
は
規
律
は
、
第
二
六
条
⑯
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
権
利
と
、
第
二
五
条
③
項
⑯
に
よ
っ
て

B
.
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ン
ド
憲
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て
い
る
教
育
施
設
で
学
ぶ
こ
と
を
拒
否
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(2) 

市
民
は
、
宗
教
、
人
種
、
カ
ー
ス
ト
、
言
語
又
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
み
を
理
由
と
し
て
、
国
が
維
持
し
又
は
国
家
基
金
の
補
助
を
受
け

す
る
。

(1) 

認
を
与
え
て
い
る
。

、。

＇ 

(
-
―
七
八
）

与
え
ら
れ
た
権
利
と
の
調
和
化
の
過
程
で
生
ず
る
。
第
二
五
条
＠
項
⑱
と
第
二
六
条
⑯
と
の
関
連
を
取
り
扱
っ
た
判
例
と
し
て
、

Sri
V
e
n
k
a
t
a
r
a
m
a
n
a
 

(18)

（

19) 

D
e
v
a
r
u
 v. 
State 
of 
M
y
s
o
r
e
 (
1
9
5
8
)

が
あ
る
。
ま
た
、

Shastri
Y
a
g
n
a
p
u
r
u
s
h
d
a
s
j
i
 
v. 
M
u
l
d
a
s
 B
h
u
n
d
a
r
d
a
s
 V
a
i
s
h
y
a
 (
1
9
6
6
)

は
、
礼

拝
が
資
格
を
与
え
ら
れ
た
あ
る
特
定
の
者
の
み
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、

た
ん
に
寺
院
に
立
入
っ
た
だ
け
の
他
の
献
心
者

(devotee)

に
よ
っ
て
行
な
わ

れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
、
礼
拝
の
伝
統
的
・
慣
習
的
権
利
を
州
議
会
が
（
本
件
で
は
、

B
o
m
b
a
y
H
i
n
d
u
 P
l
a
c
e
s
 of 
P
u
b
l
i
c
 
W
o
r
s
h
i
p
 

(
E
n
t
r
y
 Authorisation) 
Act, 1
9
5
6

が
問
題
と
な
っ
た
）
侵
害
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
判
示
し
た
。

第
二
五
条
原
註
ー
は
、
シ
ー
ク
教
の
象
徴
の
一
っ
と
し
て
、
シ
ー
ク
教
徒
が
キ
ル
パ
ン
を
帯
同
で
き
る
と
い
う
シ
ー
ク
教
徒
の
権
利
を
承
認
し
て
い
る
。

キ
ル
。
＾
ン
の
型
と
大
き
さ
は
、
シ
ー
ク
教
の
教
義
に
よ
っ
て
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
複
数
の
キ
ル
バ
ン
、
武
器
を
持
ち
歩
く
こ
と
は
で
き
な

原
註
II
は
、
「
ヒ
ン
ズ
］
」
と
い
う
表
現
が
、
シ
ー
ク
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
又
は
仏
教
を
信
仰
す
る
人
を
も
含
む
と
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
原
註
は
、
第
二
五
条
⑨
項
⑯
の
目
的
の
た
め
の
み
の
も
の
で
あ
り
、
他
の
目
的
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
が
、
宗
教
上
ヒ
ン
ズ
］

教
徒
で
な
い
と
し
て
も
、
彼
ら
は
ヒ
ン
ズ
］
教
と
同
じ
法
律
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
法
令
が
立
法
上
の
承

第
二
九
条

（
少
数
者
の
利
益
保
護
）

イ
ン
ド
領
内
又
は
そ
の
一
部
に
居
住
す
る
市
民
で
あ
っ
て
、
固
有
の
言
語
、
文
字
又
は
文
化
を
有
す
る
者
は
、
そ
れ
を
保
持
す
る
権
利
を
有

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

九
四



第
二
九
条
①
項
は
、
固
有
の
言
語
、
文
字
又
は
文
化
を
有
す
る
市
民
に
、
そ
れ
を
維
持
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
護
を
与
え
て
い
る
。

少
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
教
育
制
度
を
通
し
て
の
み
、
そ
れ
ら
を
効
果
的
に
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
が
選
択
し
た
教
育
施
設
の

設
置
・
維
持
を
求
め
る
権
利
は
、
第
二
九
条
①
項
で
保
障
さ
れ
た
権
利
に
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
権
利
が
第
三

0
条
①
項
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ

る
少
数
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
九
条
①
項
に
も
と
づ
く
権
利
は
、
＠
項
の
制
限
に
服
す
る
。
市
民
の
ど
の
部
門
が
、
州
内
に
お

い
て
、
第
二
九
条
の
目
的
か
ら
す
る
少
数
者
を
構
成
す
る
か
は
、
そ
の
州
の
全
人
口
と
の
関
連
で
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

J
a
g
d
e
v
 S
i
n
g
h
 S
i
d
h
a
n
t
i
 v. 
P
r
a
t
a
p
 S
i
n
g
h
 
D
a
u
l
t
a
,
 

(
1
~
~
~
)

に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
市
民
の
、
言
語
を
守

る
と
い
う
権
利
は
、
言
語
の
保
護
の
た
め
に
宣
伝
す
る
権
利
を
も
含
む
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
の
あ
る
部
門
の
、
言
語
を
守
る
た
め
の
政
治
的
宜
伝
は
、
人

民
代
表
法

(
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
 t
h
e
 P
e
o
p
l
e
 A
c
t
)
第
―
二
三
条
⑥
項
の
意
味
に
お
け
る
不
正
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
」

③
項
は
、
国
（
州
）
の
資
金
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
か
、
助
成
を
受
け
て
い
る
学
校
で
学
ぶ
こ
と
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
い
か
な
る
市
民
も
、

宗
教
、
人
種
、
カ
ー
ス
ト
、
言
語
を
理
由
と
し
て
又
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
み
を
理
由
と
し
て
、
前
記
学
校
で
学
ぶ
こ
と
を
拒
否
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

憲
法
第
一
五
条
も
、
宗
教
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
市
民
に
た
い
す
る
差
別
を
行
な
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
条
文
の
範
囲
は
異

な
っ
て
い
る
。
第
一
五
条
は
、

一
般
的
に
差
別
に
た
い
し
て
あ
ら
ゆ
る
市
民
を
保
護
し
て
い
る
が
、
第
二
九
条
②
項
は
、
不
正
の
あ
る
特
定
の
種
類
の
も

の
、
つ
ま
り
、
特
定
の
教
育
施
設
へ
の
入
学
拒
否
に
た
い
す
る
保
護
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
五
条
は
、
一
般
的
に
あ
ら
ゆ
る
市
民
（
彼
が
多
数
者
か
少
数

者
か
を
問
わ
ず
）
に
適
用
さ
れ
、
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
第
二
九
条
＠
項
は
、
特
定
の
教
育
施
設
へ
入
学
す
る
こ
と
に
つ
い
て
市
民
に
特
別
の

権
利
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
差
別
を
禁
ず
る
理
由
が
二
つ
の
条
文
で
異
な
っ
て
い
る
。
「
出
生
地
」
、

題
と
な
っ
て
い
な
い
。
他
方
、

「
性
別
」
は
第
二
九
条
③
項
で
は
問

「
言
語
」
は
、
第
一
五
条
で
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
マ
ド
ラ
ス
高
裁
は
、
第
二
九
条
③
項
か
ら
「
性
別
」
を
除
い
た
効

果
と
し
て
、
女
性
を
大
学
に
入
学
さ
せ
る
の
か
ど
う
か
が
大
学
当
局
の
決
定
で
き
る
事
項
に
な
っ
て
い
る
と
判
断
し
た

(
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
 
M
a
d
r
a
s
 
v・ 

(
2
1
)
 

S
h
a
n
t
h
a
 Bai, 1
9
5
4
)

。

教
育
施
設
で
学
ぶ
権
利
は
、
市
民
が
一
市
民
と
し
て
有
す
る
権
利
で
あ
り
、
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
員
又
は
階
級
と
し
て
持
つ
権
利
で
は
な

B
.
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・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
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イ
ン
ド
憲
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(2) 

い
。
し
た
が
っ
て
、
少
数
者
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
学
校
が
国
（
州
）
の
資
金
に
よ
っ
て
援
助
さ
れ
て
い
る
場
合
、
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
る

子
供
の
入
学
を
拒
否
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
特
定
の
学
校
で
英
語
の
み
で
教
え
る
こ
と
を
命
ず
る
ボ
ン
ペ
イ
政
府
の
命
令
は
、
第
二
九
条
③
項
に
違
反

す
る
と
さ
れ
た

(State
of B
o
m
b
a
y
 v. 
B
o
m
b
a
y
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
 
Society, 

1
9
t
~
)

。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
九
条
③
項
は
、
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

属
す
る
メ
ン
バ
ー
に
、
少
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
大
学
等
の
構
内
で
そ
の
宗
教
を
自
由
に
告
白
し
、
宗
教
活
動
を
行
な
い
、
布
教

第
一
五
条
と
の
抵
触
を
克
服
す
る
た
め
、

州
が
市
民
の
社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
又
は
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
進
歩
の
た
め
何
ら
か
の
特
別
措
置
を
採
る
こ
と
は
、
第
二
九
条
③
項
に

違
反
し
な
い
。
州
は
、
今
日
、
社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
又
は
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
た
め
に
州
立
大
学
に
お
い
て
定
員
保
留
を
行
な
う
権

限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

第一―

-
0条

・
ー
、ー・ヽ＼①

の

A

一
九
五
一
年
憲
法
第
一
次
改
正
法
に
よ
っ
て
、
④
項
が
第
一
五
条
に
加
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
又
は

（
教
育
施
設
を
設
置
・
管
理
す
る
少
数
者
の
権
利
）

設

宗
教
又
は
言
語
に
も
と
づ
く
少
数
者
は
、
自
ら
の
選
択
で
教
育
施
設
を
設
置
・
管
理
す
る
権
利
を
有
す
る
。

①
項
で
い
う
少
数
者
に
よ
っ
て
設
置
・
管
理
さ
れ
る
教
育
施
設
財
産
の
強
制
収
用
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
国
は
、
同
項
で
保
障
さ
れ

た
権
利
を
制
限
し
た
り
廃
棄
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
そ
の
財
産
収
用
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
法
律
に
も
と
づ
い
て
金
額
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
を

保
障
す
る
。

国
は
、
教
育
施
設
に
補
助
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
宗
教
又
は
言
語
に
も
と
づ
く
少
数
者
が
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
差

別
し
て
は
な
ら
な
い
。

①
項
は
、
宗
教
に
も
と
づ
く
少
数
者
で
あ
れ
、
言
語
に
よ
る
少
数
者
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
少
数
者
に
、
彼
ら
が
自
由
な
意
思
で
教
育
施
設
を
、

S

す
る
法
的
権
利
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

関
法
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第一―

-0条
に
お
け
る
「
少
数
者
」
と
は
、
全
体
と
し
て
あ
る
特
定
の
州
の
人
口
の
五

0
バ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
係
す
る
。
州
の

あ
る
地
域
で
少
数
者
で
あ
り
、
州
全
体
と
し
て
み
れ
ば
多
数
者
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
本
条
の
目
的
か
ら
は
少
数
者
と
扱
わ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
国

内
の
全
人
口
と
の
関
連
で
も
決
定
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
は
幾
つ
か
の
困
難
が
伴
う
。
第
一
に
、
一
っ
の
州
内
で
い
か
な
る
グ
ル

ー
プ
も
州
人
口
の
五

0
バ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
州
の
す
べ
て
の
グ
ル
ー
プ
が
第
三

0
条
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
二
に
、
一

つ
の
州
で
少
数
者
で
あ
る
も
の
が
、
他
の
州
で
は
多
数
者
と
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
州
の
再
編
成
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
の
性
格
が
変

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法
⇔

を
形
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

九
七

(
-
―
八
一
）

立
す
る
こ
と
、
＠
管
理
す
る
、
と
い
う
権
利
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
権
利
は
、
第
二
九
条
0
項
に
も
と
づ
き
少
数
者
に
保
障
さ
れ
た
権
利
の
当
然
の
結

果
、
又
は
最
高
裁
が
「
必
然
的
な
付
随
物
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
憲
法
施
行
前
設
置
さ
れ
た
教
育
施
設
に
も
適
用
さ
れ
る
。

第一―

-0条
①
項
と
第
二
九
条
い
項
と
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
り
第
二
九
条
は
、
多
数
者
を
含
む
市
民
の
い
か
な
る
部
門
に
も
与
え

ら
れ
る
基
本
権
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
―

-0条
い
項
は
、
あ
ら
ゆ
る
少
数
者
に
権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
⑲
第
二
九
条
①
項
は
、
言

語
、
文
字
又
は
文
化
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
三

0
条
0
項
は
、
宗
教
又
は
言
語
に
も
と
づ
く
少
数
者
を
扱
う
。
り
第
二
九
条
い
項
は
、
言
語
、

文
字
又
は
文
化
を
保
持
す
る
権
利
に
関
係
す
る
が
、
第
一
―

-0条
い
項
は
、
自
ら
の
選
択
で
教
育
施
設
を
設
立
・
管
理
す
る
、
宗
教
的
又
は
言
語
的
少
数
者

の
権
利
を
扱
っ
て
い
る
。
⇔
第
二
九
条
①
項
に
も
と
づ
く
言
語
、
文
字
又
は
文
化
の
保
持
は
、
全
体
と
し
て
教
育
施
設
と
は
無
関
係
の
手
段
に
よ
る
が
、

同
様
に
、
第
一
―

-0条
①
項
に
も
と
づ
く
少
数
者
の
教
育
施
設
の
設
置
・
管
理
は
、
言
語
、
文
字
又
は
文
化
を
保
持
し
よ
う
と
い
う
動
機
と
は
結
び
つ
か
な

い
だ
ろ
う
。
全
体
と
し
て
は
、
言
語
、
文
字
又
は
文
化
を
保
持
す
る
と
い
う
如
何
な
る
問
題
と
も
無
関
係
な
宗
教
教
育
施
設
を
少
数
者
は
管
理
で
き
る
。

第
二
九
条
①
項
と
、
第
三

0
条
①
項
と
は
重
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
前
者
が
後
者
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

第
三

0
条
①
項
は
、
宗
教
に
か
か
わ
り
な
く
言
語
上
の
少
数
者
に
も
そ
の
権
利
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三

0
条
か
ら
非
宗
教
的
教
育
を
除
外

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
本
条
は
、
イ
ン
ド
に
居
住
し
て
い
な
い
外
国
人
が
、
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
教
育
施
設
を
設
置
す
る
権
利
を
与
え
る
も
の

で
は
な
い
。
教
育
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
イ
ン
ド
に
住
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
十
分
に
確
立
さ
れ
た
宗
教
的
又
は
言
語
的
少
数
者



(
―
一
八
二
）

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
少
数
者
は
、
国
内
の
人
口
と
の
関
連
で
決
め
ら
れ
る
こ
と
が
統
一
性
確
保
の
た
め
に
は
好
ま
し
い
と
い
え
よ
う
。

「
設
置
」
と
「
管
理
」
と
い
う
語
は
、
少
数
者
が
設
置
し
た
場
合
に
は
管
理
す
る
権
利
を
有
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
つ
づ
け
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

(23) 

い。

(S.
A
z
e
e
z
 B
a
s
h
a
 v. 
U
n
i
o
n
 of 
India, 
(
1
9
6
8
)
は、

A
l
i
g
a
r
h
M
u
s
l
i
m
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
が
一
九
二

0
年
の
法
律
に
も
と
づ
き
議
会
に
よ
っ

て
設
立
さ
れ
た
の
で
、
ム
ス
リ
ム
少
数
者
は
そ
の
管
理
を
主
張
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。
）
少
数
者
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
か
つ
州
か
ら
援
助
を
受
け
て

い
る
施
設
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
構
成
員
を
入
学
さ
せ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
少
数
者
施
設
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。
第
三

0
条
①

項
に
も
と
づ
い
て
与
え
ら
れ
た
権
利
は
、
い
か
な
る
市
民
も
国
（
州
）
が
維
持
し
て
い
る
教
育
施
設
に
入
学
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
宗
教
、
人
種
、
カ

ー
ス
ト
、
言
語
又
は
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
み
を
理
由
と
し
て
国
（
州
）
財
政
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否
さ
れ
な
い
こ
と
を
定
め
る
第
二
九
条

＠
項
に
服
す
る
。

自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
教
育
施
設
を
管
理
す
る
と
い
う
、
宗
教
上
又
は
言
語
上
の
少
数
者
に
与
え
ら
れ
た
権
利
は
、
絶
対
的
な
権
利
で
は
な
い
。
第
三

0
条
①
項
の
権
利
に
た
い
し
て
、
国
家
的
又
は
公
共
の
利
益
を
理
由
と
す
る
制
限
的
措
置
を
採
る
こ
と
は
可
能
と
さ
れ
た
(
R
e
v
.
Sidharaijbhai S
a
b
h
a
i
 

(24) 

v. 
State of B
o
m
b
a
y
•
(
1
9
6
3
)
)

。
こ
の
問
題
は
、
大
学
規
制
立
法
、
各
大
学
の
管
理
・
運
営
規
則
と
、
第
三0
条
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
、
判
例
の
中

で
、
第
三

0
条
①
項
の
程
度
と
範
囲
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
最
高
裁
は
、
第
三

0
条
①
項
の
権
利
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
し
、
規
則
に
よ

っ
て
秩
序
正
し
く
、
有
効
で
、
し
か
も
健
全
な
管
理
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た

(
A
n
m
e
d
a
b
a
d
St. Xavier•s 

C
o
l
l
e
g
e
 S
o
c
i
e
t
y
 

v. 
State 
o
f
 G
u
j
a
r
a
t
 
(
1
9
7
4
)
)
。
規
則
制
定
の
目
的
は
、
第
三

0
条
の
権
利
を
制
限
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
効
果
的
行
使
を
容
易
に
す
る
も
の
で

(25) 

あ
る
。

G
.
F. 
College, 
S
h
a
h
j
a
h
a
n
p
u
r
 v. 
A
g
r
a
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
•
(
1
9
7
5
)

に
お
い
て
、
少
数
者
大
学
の
管
理
機
関
構
成
の
決
定
は
、
管
理
権
の
核
心

で
あ
る
の
で
、
少
数
者
に
留
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
管
理
委
員
会
に
学
内
メ
ン
バ
ー
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
則
は
、
大
学

の
よ
り
よ
い
管
理
・
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
有
効
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。

第一―

-0条
①
項
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
自
由
は
、
少
数
者
が
自
ら
の
教
育
的
必
要
に
奉
仕
す
る
施
設
を
設
置
・
管
理
す
る
と
い
う
権
利
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
教
育

(instruction)
、
鍛
錬

(discipline)
、
健
康
、
衛
生
、
道
徳
、
公
の
秩
序
及
び
そ
の
他
の
も
の
の
利
益
の
た
め

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

九
八



い
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
、

九
九

(
―
一
八
三
）

作
成
さ
れ
た
規
則
は
、
教
育
施
設
の
適
切
な
作
用
を
促
進
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
学
校
長
を
選
任
す
る
権
利
は
、
学

校
管
理
権
の
重
要
な
要
素
な
の
で
、
そ
の
資
格
と
は
別
に
何
ら
か
の
制
限
を
課
す
こ
と
は
第
三

0
条
①
項
に
違
反
す
る
。

(26) 

憲
法
第
三
一
条
は
廃
止
さ
れ
、
旧
第
三
一
条
①
項
は
、
第
一
―

1
0
0条
A
と
し
て
基
本
権
の
章
外
に
置
か
れ
た
。
廃
止
さ
れ
た
第
三
一
条
③
項
と
同
様
の

規
定
が
り
A
項
と
し
て
第
三

0
条
に
挿
入
さ
れ
た
。
本
項
は
、
補
償
金
額

(
a
m
o
u
n
t
)
を
定
め
る
一
方
で
、
そ
の
収
用
が
①
項
の
権
利
に
影
響
を
与
え
な

つ
ま
り
、
教
育
施
設
を
設
置
・
管
理
す
る
た
め
の
財
政
上
の
能
力
及
び
資
力
が
何
の
損
害
も
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
す
ぺ
き
こ
と

を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
際
上
は
か
な
り
。
＾
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
で
困
難
な
状
況
を
示
し
て
い
る
。

第
三

0
条
③
項
は
、
イ
ン
ド
憲
法
に
お
け
る
非
差
別
条
項
の
―
つ
で
あ
る
。
③
項
は
、
消
極
的
な
文
言
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
国
（
州
）
は
、
教
育

施
設
の
管
理
が
少
数
者
の
下
に
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
援
助
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
宗
教
的
又
は
言
語
的
に
差
別
し
な
い
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
他
の
方

（
指
定
カ
ー
ス
ト
、
指
定
部
族
そ
の
他
弱
者
層
に
た
い
す
る
教
育
上
及
び
経
済
上
の
利
益
の
促
進
）

国
は
、
国
民
の
弱
者
層
と
り
わ
け
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
教
育
上
及
び
経
済
上
の
利
益
を
特
別
の
配
慮
を
も
っ
て
促
進
し
、
ま
た
、
こ

れ
ら
の
者
を
社
会
的
不
正
義
及
び
一
切
の
搾
取
か
ら
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
記

State
o
f
 
M
a
d
r
a
s
 v. 
C
h
a
m
p
a
k
a
m
 D
o
r
a
i
r
a
j
a
n
判
決
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、
憲
法
第
二
九
条
③
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、
第
四
六
条
に

も
と
づ
く
と
主
張
さ
れ
た
マ
ド
ラ
ス
政
府
の
措
置
を
無
効
だ
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
後
、
憲
法
第
一
次
改
正
法
(
-
九
五
一
）
に
よ
っ
て
憲
法
第
一
五

条
に
新
条
項
が
付
加
さ
れ
、
第
四
六
条
と
の
調
和
的
解
決
が
は
か
ら
れ
た
。
社
会
的
・
経
済
的
条
件
が
州
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
イ
ン
ド
で
は
、
絶
対

的
・
統
一
的
手
法
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
第
一
五
条
④
項
実
行
の
た
め
行
な
わ
れ
る
政
策
は
、
第
四
六
条
及
び
前
文
に
お
い
て
宜
言
さ
れ
て

き
た
政
策
で
あ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
前
記

M
.

R. 
Balaji 
v. 
State 
of 
M
y
s
o
r
e
,
 
cf•Kesavananda 

Bharati 
v. 
State 

B
.
R
•

ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法
H

第
四
六
条

法
で
差
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
も
意
味
し
な
い
。



(2) に
よ
る
。

（略）

第
二
四
四
条

、ヽーー（
 

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

（
力
）

of K
e
r
a
l
a
 (
1
9
7
3
)
)

。
た
だ
、
憲
法
第
四
四
次
改
正
の
後
で
さ
え
、
こ
の
第
四
六
条
の
指
導
原
則
は
、
第
一
五
条
で
保
障
さ
れ
た
基
本
権
に
服
し
つ
づ
け

（
大
臣
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
定
）

州
総
理
大
臣
は
、
知
事
が
任
命
す
る
。
そ
の
他
の
州
大
臣
は
、
州
総
理
大
臣
の
助
言
に
も
と
づ
い
て
知
事
が
任
命
す
る
。
州
大
臣
は
、
知
事

た
だ
し
、
ビ
ハ
ル
州
、

マ
デ
ィ
ヤ
11

プ
ラ
デ
ッ
シ
ュ
州
及
び
オ
リ
ッ
サ
州
に
お
い
て
は
、
部
族
の
福
祉
を
担
当
す
る
大
臣
を
お
き
、
そ
の
職
務

の
外
、
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
後
進
階
級
の
福
祉
そ
の
他
に
関
す
る
事
務
を
行
な
わ
せ
る
。

（
③
項
以
下
略
）

（
指
定
地
域
及
び
部
族
地
域
の
行
政
）

ア
ッ
サ
ム
州
及
び
メ
ガ
ラ
ヤ
州
を
除
く
州
に
お
け
る
指
定
地
域
及
び
指
定
部
族
の
行
政
と
監
督
に
関
し
て
は
、
第
五
附
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

ア
ッ
サ
ム
州
、

第
二
四
四
A
条

メ
ガ
ラ
ヤ
州
及
び
ミ
ゾ
ラ
ム
の
連
邦
領
に
お
け
る
部
族
地
域
の
行
政
に
関
し
て
は
、
第
六
附
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
ア
ッ
サ
ム
に
お
け
る
部
族
地
域
を
構
成
す
る
自
治
州
の
形
成
及
び
同
自
治
州
に
お
け
る
議
会
、
内
閣
又
は
両
者
の
創
設
）

イ
ン
ド
憲
法
は
、
指
定
地
域
及
び
部
族
地
域
の
行
政
に
特
別
の
規
定
を
設
け
た
。
大
統
領
は
、
命
令
で
「
指
定
地
域
」
を
宣
言
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ

の
意
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
そ
の
職
を
保
持
す
る
。

(1) 
第
＿
六
四
条

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(
T
•
K
.To
p
e
)。

1
0
0
 (
-
―
八
四
）



B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

9

(v) 

ミ
ゾ
ラ
ム
に
お
け
る

(iv) (iii) (ii) (i) 
(b) (a) 

(1) 

て
い
る
。
第
五
附
則
は
、
ア
ッ
サ
ム
州
及
び
メ
ガ
ラ
ヤ
州
を
除
く
州
の
指
定
地
域
及
び
指
定
部
族
の
行
政
と
監
督
に
適
用
さ
れ
、
第
六
附
則
は
、
ア
ッ
サ

ム
州
及
び
メ
ガ
ラ
ヤ
州
及
び
ミ
ゾ
ラ
ム
の
連
邦
領
に
お
け
る
部
族
地
域
の
行
政
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
附
則
の
制
限
内
に
お
い
て
、
州
の
行
政
権
が
指

定
地
域
に
及
ぶ
。
州
知
事
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
行
政
に
関
し
、
大
統
領
に
対
し
て
毎
年
又
は
要
求
あ
る
ご
と
に
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
定
地
域
を
有
す
る
各
々
の
州
に
部
族
諮
問
会
議

(
T
r
i
b
e
s
A
d
v
i
s
o
r
y
 
C
o
u
n
c
i
l
)

が
置
か
れ
る
。
こ
の
会
議
は
、
州
知
事
等
が
行
な
う
、
州
内
の
指

定
部
族
の
福
祉
及
び
進
歩
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
勧
告
を
な
す
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。
会
議
の
多
数
は
、
立
法
議
会
に
お
け
る
指
定
部
族
の
代
表

者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
。

第
二
四
四
A
条
は
、
一
九
六
九
年
の
憲
法
第
二
二
次
改
正
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
条
文
は
、
ア
ッ
サ
ム
に
お
け
る
自
治
州
の
形
成
、
そ
こ
で
の

議
会
、
内
閣

(a
C
o
u
n
c
i
l
 o
f
 M
i
n
i
s
t
e
r
s
)

の
創
設
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
本
条
は
、
分
離
州
を
求
め
る
ア
ッ
サ
ム
高
地
部
族
の
要
求
に
応
え
る
た

第
三
三

0
条

下
院
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
た
め
に
議
席
が
保
留
さ
れ
る
。

指
定
カ
ー
ス
ト

左
記
の
も
の
を
除
く
指
定
部
族

ア
ッ
サ
ム
の
部
族
地
域

ナ
ガ
ラ
ン
ド
に
お
け
る

メ
ガ
ラ
ヤ
に
お
け
る

ア
ル
ナ
チ
ャ
ル
・
プ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
に
お
け
る
及
び

（
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
に
た
い
す
る
議
席
の
保
留
）

め
に
設
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

1
0
 
（
―
-
八
五
）



る
指
定
部
族
の
人
口
と
当
該
州
の
人
口
と
の
比
率
よ
り
少
な
く
な
い
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
条
及
び
第
三
三
二
条
に
お
け
る
人
口
と
は
、
関
連
数
字
が
公
に
さ
れ
る
直
近
の
国
勢
調
査
で
確
定
さ
れ
た
人
口
を
意
味
す
る
。

関
連
数
字
が
公
に
さ
れ
る
直
近
の
国
勢
調
査
を
参
照
す
る
と
い
う
本
註
は
、
西
暦
二

0
0
0年
よ
り
後
に
行
な
わ
れ
る
最
初
の
国
勢
調
査
で
関

連
数
字
が
公
に
さ
れ
る
ま
で
、
一
九
七
一
年
国
勢
調
査
の
参
照
と
解
釈
さ
れ
る
。

イ
ン
ド
憲
法
は
、
法
律
の
前
の
平
等
の
原
則
を
承
認
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ナ
ル
選
挙
は
廃
止
さ
れ
る
。
現
在
で
は
特
定
の
階
級
に
関
す

る
特
別
規
定
が
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
階
級
と
は
、
①
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
、
＠
指
定
カ
ー
ス
ト
、

0

る
。
こ
れ
ら
の
階
級
に
た
い
し
て
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
特
有
の
状
況
を
理
由
と
し
て
特
別
規
定
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
一
時
的
性
質

を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ー
憲
法
第
三
三
四
条
（
一
九
八

0
年
憲
法
第
四
五
次
改
正
法
）

1

）。

当
初
、

一
九
六
九
年
憲
法
第
二
二
次
改
正
法
で
は
、
ナ
ガ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
部
族
地
域
に
た
い
し
て
第
三
三

0
条
の
適
用
が
除
外
さ
れ
て
い
た
。
今
日

で
は
、
こ
の
適
用
除
外
が
、
一
九
七
三
年
憲
法
第
三
一
次
改
正
法
に
よ
っ
て
メ
ガ
ラ
ヤ
、
ア
ル
ナ
チ
ャ
ル
・
プ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
及
び
ミ
ゾ
ラ
ム
に
も
拡
大
さ

れ
て
い
る
。
同
第
三
一
次
改
正
法
で
、
第
三

0
条
⑱
項
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
は
、
下
院
が
解
散
す
る
ま
で
、
現
行
の
代
表
数
を
変
更
す
る
も
の
で

は
な
い
。

原
註

(3) 

①
項
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
指
定
カ
ー
ス
ト
、
指
定
部
族
の
た
め
に
、
州
又
は
連
邦
地
域
で
保
留
さ
れ
る
議
席
数
は
、
当
該
州
若
し
く
は
連

邦
地
域
の
指
定
カ
ー
ス
ト
の
人
口
又
は
当
該
州
、
連
邦
地
域
若
し
く
は
そ
の
一
部
に
お
け
る
指
定
部
族
の
人
口
と
、
当
該
州
又
は
連
邦
地
域
の
総

人
口
の
比
率
に
で
き
る
だ
け
同
率
に
な
る
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) 

ア
ッ
サ
ム
自
治
区
に
お
け
る
指
定
部
族

③
項
で
定
め
ら
れ
た
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ッ
サ
ム
自
治
区
で
指
定
部
族
の
た
め
下
院
に
保
留
さ
れ
る
議
席
数
は
、
そ
の
自
治
区
に
お
け

(c) 関
法
第
三
四
巻
第
六
号

（
現
在
、
議
席
の
保
留
は
、
イ
ン
ド
憲
法
施
行
後
四

0
年
経
過
し
た
時
点
で
効
力
を
終
了
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

1
0
 
(
―
一
八
六
）

指
定
部
族
で
あ



格
を
有
し
な
い
。

(6) (5) (4) の
比
率
に
で
き
る
か
ぎ
り
ひ
と
し
く
な
る
よ
う
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
三

0
条
で
特
に
定
め
ら
れ
た
議
席
の
保
留
が
、
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
に
た
い
す
る
議
席
の
最
低
数
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
カ
ー
ス
ト
及
び
部
族
の
構
成
員
が
、
保
留
さ
れ
て
い
な
い
一
般
議
席
の
選
挙
で
議
席
を
獲
得
す
る
こ
と

は
本
条
と
何
ら
矛
盾
し
な
い
。
下
院
議
員
選
挙
区
（
一
人
区
）
に
、
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
保
留
議
席
選
挙
区
が
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
分
離

第
三
＿
＿
＿
二
条

一
九
七
六
年
憲
法
第
四
二
次
改
正
法
に
よ
り
「
人
口
」
に
つ
い
て
の
解
釈
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。

ア
ッ
サ
ム
州
の
部
族
地
域
、
ナ
ガ
ラ
ン
ド
及
び
メ
ガ
ラ
ヤ
に
お
け
る
指
定
部
族
を
除
き
、
す
べ
て
の
州
の
立
法
議
会
に
お
い
て
、
指
定
カ
ー

ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
た
め
に
議
席
が
保
留
さ
れ
る
。

ア
ッ
サ
ム
州
の
立
法
議
会
に
お
い
て
は
、
自
治
区
の
た
め
に
議
席
が
保
留
さ
れ
る
。

り
項
の
規
定
に
も
と
づ
き
州
立
法
議
会
に
お
い
て
指
定
カ
ー
ス
ト
又
は
指
定
部
族
の
た
め
に
保
留
さ
れ
る
議
席
数
は
、
当
該
州
の
立
法
議
会

の
議
席
総
数
に
対
し
、
当
該
州
の
指
定
カ
ー
ス
ト
の
人
口
又
は
当
該
州
若
し
く
は
そ
の
一
部
に
お
け
る
指
定
部
族
の
人
口
と
当
該
州
の
総
人
口
と

ア
ッ
サ
ム
州
立
法
議
会
に
お
い
て
自
治
区
に
保
留
さ
れ
る
議
席
数
は
、
立
法
議
会
の
議
席
総
数
に
た
い
し
、
自
治
区
の
人
口
と
当
該
州
の
総

人
口
と
の
比
率
以
下
に
な
る
よ
う
に
定
め
て
は
な
ら
な
い
。

ア
ッ
サ
ム
州
自
治
区
の
た
め
に
保
留
さ
れ
た
議
席
の
選
挙
区
は
、
当
該
自
治
区
外
の
い
か
な
る
区
域
も
含
ん
で
は
な
ら
な
い
。

ア
ッ
サ
ム
州
自
治
区
の
指
定
部
族
に
属
し
な
い
者
は
、
当
該
自
治
区
の
い
か
な
る
選
挙
区
か
ら
も
、
当
該
州
の
立
法
議
会
に
選
挙
さ
れ
る
資

メ
ガ
ラ
ヤ
州
立
法
議
会
に
お
け
る
、
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
た
め
の
議
席
保
留
を
廃
止
す
る
た
め
、

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

9

(3) (2) (1) 

（
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
に
た
い
す
る
州
議
会
議
席
の
保
留
）

選
挙
の
制
度
を
採
る
こ
と
は
慎
重
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
三
年
憲
法
第
三
一
次
改
正
法
に

101
――
 
(
-
―
八
七
）



よ
っ
て
、
第
三
三

1

一
条
い
項
の
「
…
…
及
び
ナ
ガ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
」
が
「
…
…
ナ
ガ
ラ
ン
ド
及
び
メ
ガ
ラ
ヤ
に
お
け
る
」
と
改
正
さ
れ
た
。

な
お
、
最
高
裁
は
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
又
は
シ
ー
ク
教
の
信
者
の
み
が
指
定
カ
ー
ス
ト
に
含
ま
し
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
き
た
。
仏
教
徒
は
、

(28) 

指
定
カ
ー
ス
ト
の
中
に
含
め
ら
れ
な
い

(
P
u
n
j
a
R
a
o
 
v•D. 

P. 
M
e
s
h
r
a
m
,
 (
1
9
6
5
)
)

。

第
三
三
五
条

連
邦
又
は
州
の
事
務
に
関
す
る
公
務
又
は
公
職
へ
の
任
命
に
あ
た
っ
て
、
指
定
カ
ー
ス
ト
又
は
指
定
部
族
に
属
す
る
者
の
要
求
は
、
行
政
の
能

第
三
三
五
条
は
、
第
一
六
条
（
公
務
へ
の
雇
用
に
関
す
る
機
会
均
等
）
と
と
も
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
条
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
又
は
指

定
部
族
に
対
す
る
優
先
処
遇
政
策
が
行
政
の
効
率
性
と
い
う
枠
組
の
中
で
作
用
す
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

第
一
五
条
④
項
、
第
一
六
条
④
項
及
び
本
条
の
規
定
の
間
に
は
重
複
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
高
裁
は
、
第
三
三
五
条
は
第
一
五
条
④
項
及
び
第

一
六
条
④
項
に
た
い
す
る
限
界
と
し
て
作
用
し
、
か
つ
、
そ
の
制
限
は
行
政
の
能
率
維
持
に
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
説
明
し

(29) 

た

(T.
D
e
v
a
d
a
s
a
n
 v. 
U
n
i
o
n
 of India (
1
9
6
4
)
)
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
背
後
に
は
、
後
進
階
級
の
全
グ
ル
ー
プ
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
利
益
を
享

受
で
き
る
こ
と
が
確
保
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
イ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
彼
ら
の
正
当
な
地
位
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
三

0
年
の
経
験
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
特
別
規
定
の
利
益
は
、
不
遇
な
状
況
に
あ
り
、
真
の
後
進
部
門
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
階
級
か
ら
、
す
で
に
発
展
し
た
階
級
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
」
か
く
し
て
、
後
進
階
級
の
中
か
ら
、
新
し
い
「
発
展

階
級

(
a
d
v
a
n
c
e
d
c
l
a
s
s
)

」
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
結
果
と
し
て
作
ら
れ
る
に
い
た
っ
た

(
T
•
K
.
T
o
p
e
)
。

こ
れ
ら
上
級
階
層
グ
ル
ー
プ
は
、
後
進
性
の
装
い
の
下
で
、

て
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
中
の

与
え
ら
れ
た
利
益
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
」
と
も
評
価
さ
れ
、
新
ら
た
な
階
層
分
化
が
生
じ

率
維
持
と
矛
盾
し
な
い
か
ぎ
り
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
務
及
び
公
職
に
た
い
す
る
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
要
求
）

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

1
0四

(
-
―
八
八
）

一
般
的
に
は



大
統
領
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
た
め
に
特
別
官
を
任
命
す
る
。

特
別
官
は
、
本
憲
法
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
に
与
え
ら
れ
る
保
護
措
置
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
事
項
を
調
査
し
、

大
統
領
に
た
い
し
そ
の
指
示
す
る
期
間
毎
に
保
護
の
運
営
に
つ
き
報
告
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
大
統
領
は
、
当
該
報
告
を
す
べ
て
国
会
の
両

本
条
に
定
め
る
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
に
関
す
る
規
定
は
、
第
三
四

0
条
①
項
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
任
命
さ
れ
る
委
員
会
の
報
告

を
受
け
と
っ
た
後
大
統
領
が
命
令
で
規
定
す
る
そ
の
他
の
後
進
階
級
及
び
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
社
会
に
つ
い
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
三
九
条

①
州
の
指
定
地
域
の
行
政
及
び
指
定
部
族
の
福
祉
に
関
し
て
報
告
さ
せ
る
た
め
、
大
統
領
は
命
令
で
い
つ
で
も
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
憲
法
施
行
後
一

0
年
を
経
過
し
た
と
き
、
大
統
領
は
命
令
で
委
員
会
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
命
令
は
、
委
員
会
の
構
成
、
権
限
及
び
手
続
を
明
ら
か
に
し
、
大
統
領
が
必
要
又
は
望
ま
し
い
と
認
め
る
附
随
的
及
び
補
助
的
規
定
を
含

む
こ
と
が
で
き
る
。

連
邦
の
行
政
権
は
、
州
に
た
い
し
、
当
該
州
に
お
け
る
指
定
部
族
の
福
祉
の
た
め
重
要
で
あ
る
旨
を
明
示
す
る
諸
計
画
の
立
案
及
び
実
施
に

関
し
指
令
を
与
え
る
権
限
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
後
進
階
級
の
状
況
を
調
査
す
る
委
員
会
の
設
置
）

大
統
領
は
、
命
令
で
、
適
当
と
認
め
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
委
員
会
を
置
き
、
イ
ン
ド
領
内
の
社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
の
状
態
及
び

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

H

第
三
四

0
条

',＇
4
 

ー、.`‘ (2) 

（
指
定
地
域
の
行
政
及
び
指
定
部
族
の
福
祉
に
関
す
る
連
邦
の
管
理
）

議
院
に
提
出
さ
せ
る
。

⑥
 第

三
l

-

＿
八
条

ー`、ーヽ＼ー`、2
 

（
 

（
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
た
め
の
特
別
官
）

1
0五

(
-
―
八
九
）



A
y
 

ん＞、 （口） （イ）

困
窮
状
態
を
調
査
し
、
そ
の
困
難
の
除
去
及
び
状
態
の
改
善
の
た
め
連
邦
又
は
州
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
ぺ
き
交
付
金
及
び
当
該
交
付
金
の
下
付

条
件
に
関
し
勧
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
命
令
は
、
当
該
委
員
会
が
採
る
べ
き
手
続
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

委
員
会
は
、
付
議
さ
れ
た
事
項
を
調
査
し
、
収
集
し
た
事
実
及
び
適
当
と
認
め
る
勧
告
を
付
し
た
報
告
を
大
統
領
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

報
告
を
受
け
取
っ
た
と
き
、
大
統
領
は
、
採
ら
れ
た
措
置
を
説
明
す
る
覚
書
を
付
し
、
当
該
報
告
書
の
写
を
国
会
の
両
議
院
に
提
出
さ
せ
な

第
一
―
―
―
―
―
八
条
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
の
た
め
に
特
別
の
官
吏
が
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
。
こ
の
特
別

官

(Special
Officer)

は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
に
憲
法
上
与
え
ら
れ
た
保
護
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
の
保
護
作
用

に
つ
い
て
大
統
領
に
報
告
す
る
義
務
を
負
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
報
告
は
、
国
会
の
両
議
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
三
九
条
は
、
州
内
の
指
定
地
域
の
行
政
及
び
指
定
部
族
の
福
祉
に
関
し
て
報
告
す
る
任
務
を
持
つ
委
員
会
を
任
命
す
る
権
限
を
大
統
領
に
与
え
て

い
る
。
大
統
領
は
、
こ
の
委
員
会
を
い
つ
で
も
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
憲
法
施
行
一

0
年
経
過
後
は
、
こ
の
委
員
会
が
任
命
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
大
統
領
命
令
は
、
当
該
委
員
会
の
構
成
・
手
続
等
を
も
定
め
る
。

後
進
階
級
の
状
況
を
調
査
す
る
た
め
の
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
も
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
第
三
四
〇
条
）
。
大
統
領
は
、
左
記
切
ー
り
を
行
な

う
た
め
に
、
後
進
階
級
委
員
会

(
B
a
c
k
w
a
r
d
Class 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
を
命
令
に
よ
っ
て
任
命
す
る
。

社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
の
状
態
及
び
困
窮
状
態
を
調
査
す
る
た
め
。

(
-
―
九

0
)

そ
の
よ
う
な
困
窮
状
態
を
改
善
・
除
去
す
る
た
め
連
邦
又
は
州
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
措
置
に
関
し
て
勧
告
を
行
な
う
た
め
。

ど
の
程
度
の
補
助
金
が
、
連
邦
又
は
州
に
よ
っ
て
そ
の
目
的
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
交
付
条
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
勧

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(3) 功（
 、。

な
し

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

1
0六



告
さ
せ
る
た
め
。

調
査
内
容
と
勧
告
を
付
し
た
報
告
書
は
、
採
ら
れ
た
措
置
に
つ
い
て
の
覚
書
と
と
も
に
、
国
会
の
両
議
院
に
提
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
三
四
〇
条

に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
委
員
会
の
任
命
と
そ
の
後
の
措
置
が
、
第
一
五
条
④
項
に
も
と
づ
い
て
採
ら
れ
る
行
為
に
先
行
す
る
条
件
を
構
成
し
な
い
と
述

べ
た
判
例
と
し
て
、
前
記

M
.

R. Balaji 
v. 
State 
o
f
 M
y
s
o
r
e
が
あ
る
。

（
指
定
カ
ー
ス
ト
）

第
三
四
一
条

り
大
統
領
は
、
州
又
は
連
邦
地
域
に
関
し
、
公
示
に
よ
っ
て
、
人
種
若
し
く
は
部
族
又
は
そ
の
カ
ー
ス
ト
、
人
種
若
し
く
は
部
族
内
の
部
分
あ

る
い
は
集
団
を
、
州
で
は
そ
の
州
の
知
事
と
協
議
し
た
後
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
本
憲
法
で
い
う
当
該
州
又
は
連
邦
地
域
の
指
定
カ
ー
ス
ト
と
み

な
す
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
会
は
、
法
律
で
い
項
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
発
せ
ら
れ
る
公
示
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
指
定
カ
ー
ス
ト
の
表
に
つ
き
、
カ
ー
ス
ト
、
人
種

若
し
く
は
部
族
、
又
は
そ
の
カ
ー
ス
ト
、
人
種
若
し
く
は
部
族
内
の
部
分
あ
る
い
は
集
団
を
こ
れ
に
追
加
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
削
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
記
の
場
合
を
除
き
、
①
項
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
発
せ
ら
れ
る
公
示
は
、
こ
れ
に
続
く
公
示
に
よ
っ
て
変

更
し
て
は
な
ら
な
い
。（

指
定
部
族
）

1
0七

大
統
領
は
、
州
又
は
連
邦
地
域
に
関
し
、
公
示
に
よ
っ
て
、
部
族
若
し
く
は
部
族
社
会
又
は
部
族
若
し
く
は
部
族
社
会
の
一
部
あ
る
い
は
集

団
を
、
州
で
は
そ
の
州
の
知
事
と
協
議
し
た
後
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
本
憲
法
で
い
う
指
定
部
族
と
み
な
す
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2) 

国
会
は
、
法
律
で
、
①
項
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
発
せ
ら
れ
る
公
示
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
指
定
部
族
の
表
に
つ
き
、
部
族
若
し
く
は
部
族

社
会
又
は
部
族
若
し
く
は
部
族
社
会
内
の
部
分
あ
る
い
は
集
団
に
こ
れ
を
追
加
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

H

第
三
四
二
条

‘.l 
ー,1. 

(2) 

(
-
―
九
一
）



(
-
―
九
二
）

い
て
は
、
前
記
の
場
合
を
除
き
、
①
項
の
規
定
に
も
と
づ
い
て
発
せ
ら
れ
る
公
示
は
、
こ
れ
に
続
く
公
示
に
よ
っ
て
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
四
一
条
、
三
四

1

一
条
、
四
六
条
、
一
五
条
④
項
及
び
前
文
は
、
市
民
の
社
会
的
・
教
育
的
後
進
階
級
進
歩
の
た
め
の
特
別
措
置
を
行
な
う
に
あ
た

っ
て
、
重
要
な
一
連
の
規
定
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
歴
史
的
理
由
か
ら
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
、
国
内
の
後
進
階
級
の
事
実
上
の
存
在
を
認

め
、
社
会
の
弱
者
部
門
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
こ
ろ
み
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
四
一
条
の
目
的
は
、
明
ら
か
に
指
定
カ
ー
ス
ト
が
被
っ

て
い
る
経
済
的
・
教
育
的
後
進
性
に
関
し
て
、
彼
ら
に
付
加
的
保
護
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
統
領
は
、
憲
法
の
目
的
に
し
た
が
っ
て
、
第
三
四
一

条
に
も
と
づ
き
、
あ
る
集
団
を
公
示

(public
notification)

に
よ
っ
て
特
定
す
る
権
限
を
有
す
る
。
あ
る
カ
ー
ス
ト
が
、
憲
法
上
指
定
カ
ー
ス
ト
で

あ
る
こ
と
は
、
こ
の
公
示
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
。
あ
る
サ
プ
・
カ
ー
ス
ト
が
、
第
三
四
一
条
に
も
と
づ
く
公
示
の
中
に
列
挙
さ
れ
た
カ
ー
ス
ト
に

(30) 

含
ま
れ
る
か
ど
う
か
を
裁
判
所
が
審
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

B
h
a
i
y
a
L
a
l
 v•Harikishan 

S
i
n
g
h
 (
1
9
6
5
)

参
照
。
州
に
お
い
て
は
、
そ
の
知
事

と
協
議
し
た
後
に
、
指
定
カ
ー
ス
ト
を
列
挙
し
た
公
示
が
発
せ
ら
れ
る
。
国
会
は
、
法
律
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
カ
ー
ス
ト
、
人
種
又
は
部
族
内
の
部
分
あ

(Constitution 

る
い
は
集
団
を
こ
れ
に
追
加
し
、
又
は
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
統
領
は
、

(
S
c
h
e
d
u
l
e
d
 Castes) 
O
r
d
e
r
,
 1
9
5
0
)

を
卒
や
し
た
。
こ
の
命
令
は
、
一
九
五
六
年
「
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
命
令
（
改
正
）
法
」

(
S
c
h
e
d
u
l
e
d

Castes 
a
n
d
 S
c
h
e
d
u
l
e
d
 T
r
i
b
e
s
 
O
r
d
e
r
s
 
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
 Act, 6
3
0
f
 1
9
5
6
ーー
l
-
十
や
七
六
年
＇
芯
字
止
ー
）
に
よ
っ
て
芯
字
止
さ
れ
た
。

最
高
裁
は
、

ヒ
ン
ズ

1
教
又
は
シ
ー
ク
教
の
信
者
の
み
が
指
定
カ
ー
ス
ト
の
中
に
含
ま
れ
う
る
と
し
、
仏
教
徒
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
の
中
に
含
ま
れ
な

(
3
1
)

（

32) 

い
と
判
示
し
た

(
P
u
n
j
a
b
r
a
ov•Dr•D. 

P. 
M
e
s
h
r
a
m
,
 1
9
6
5
)
。
C.
M
.
 A
r
u
m
u
g
a
m
 v. 
S. 
Rajgopal, 
(
1
9
7
6
)

は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し

た
指
定
カ
ー
ス
ト
構
成
員
が
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
再
改
宗
し
（
そ
の
こ
と
が
カ
ー
ス
ト
の
他
の
構
成
員
か
ら
認
め
ら
れ
）
た
な
ら
ば
、
元
の
指
定
カ
ー
ス
ト

の
構
成
員
と
な
る
、
と
判
示
し
た
。
マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
で
は
、

(33) 

の
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
た
。

第
三
四
二
条
に
も
と
づ
き
、
大
統
領
は
、
公
示
に
よ
り
指
定
部
族
と
み
な
さ
れ
る
集
団
を
特
定
す
る
。
大
統
領
は
、

関
法
第
三
四
巻
第
六
号

一
九
五

0
年
「
憲
法
（
指
定
カ
ー
ス
ト
）
命
令
」

一
九
六
一
年
以
降
マ
ハ
ー
ル
・
カ
ー
ス
ト
の
仏
教
徒
が
「
そ
の
他
の
後
進
階
級
」

一
九
五

0
年
「
憲
法
（
指
定
部
族
）

1
0八



一
九
七
六
年
「
指
定
カ
ー
ス
ト
及
び
指
定
部
族
命
令
（
改
正
）
法
」
を
成
立
さ
せ
た
。
あ
る
特
定
の
人
が
、
大
統
領
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
公
示
の
中
に
列

挙
さ
れ
た
指
定
部
族
の
構
成
員
か
ど
う
か
は
、
本
質
的
に
法
律
問
題
で
あ
る
と
、
最
高
裁
は
判
示
し
た

(
B
h
a
i
y
a
R
a
m
 M
u
n
d
a
 v. 
A
n
i
r
u
d
h
 Patar, 

1
9
7
0
)

。
(Constition 
(
S
c
h
e
d
u
l
e
d
 
T
r
i
b
e
s
)
 
O
r
d
e
r
)

を
発
し
た
。
こ
の
命
令
は
、
そ
の
後
何
度
か
改
正
さ
れ
た
。
⑨
項
に
も
と
づ
き
、
国
会
は
、

(

1

)

落
合
淳
隆
「
イ
ン
ド
憲
法
に
お
け
る
後
進
階
級
の
保
護
規
定
に
つ
い
て
」
早
稲
田
法
学
会
誌
一
四
号
一
―
―
―
-
＿
頁
、
三
四
頁
(
-
九
六
―
―
-
）
。
こ
の

論
説
で
い
う
広
義
の
「
後
進
階
級
」
が
、
本
稿
で
い
う
「
少
数
者
」
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

(

2

)

衆
議
院
法
制
局
等
『
和
訳
・
各
国
憲
法
（
五
）
イ
ン
ド
憲
法
』
（
一
九
五
六
）
、
こ
れ
を
資
料
と
す
る
山
崎
・
前
掲
書
（
一
九
七
九
）
も
最
近
の

改
正
を
加
え
て
い
な
い
。
そ
の
他
、
松
本
昌
悦
「
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
憲
法
に
お
け
る
基
本
的
人
権
規
定
①
」
中
京
社
研
六
号
二

0
四
頁
（
一
九
七

八
）
等
参
照
。

(
3
)
S
t
a
t
e
 o
f
 M
a
d
r
a
s
 v. 
S
h
r
i
m
a
t
i
 C
h
a
m
p
a
k
a
m
 Dorairajan, 
A
I
R
 1
9
5
1
,
 
S
C
 2
2
6
.
 

(
4
)
M
.
 R. Balaji 
v. 
State 
o
f
 M
y
s
o
r
e
,
 A
I
R
 1
9
6
3
,
 
S
C
 64
9
.
 

(
5
)
R
.
 C
h
i
t
r
a
l
e
k
h
a
 
v. 
State 
o
f
 M
y
s
o
r
e
,
 A
I
R
 1
9
6
4
,
 
S
C
 1
8
2
3
.
 

(

6

)

李
・
「
イ
ン
ド
憲
法
下
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
位
置
」
四
五
頁
。

(
7
)
P
.
 R
a
j
e
n
d
r
a
n
 v. 
State 
o
f
 M
a
d
r
a
s
,
 A
I
R
 1
9
6
8
,
 
S
C
 1
0
1
2
.
 

(
8
)
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
法
理
論
構
成
す
る
か
に
つ
い
て
、
阪
本
•
前
掲
一0
0
頁
以
下
参
照
。

(
9
)
T
r
i
l
o
k
i
 N
a
t
h
 T
i
k
u
 v. 
State 
o
f
 J
a
m
m
u
 a
n
d
 K
a
s
h
m
i
r
,
 A
I
R
 1
9
6
9
,
 
S
C
 I. 

(
1
0
)
J
a
n
k
i
 P
r
a
s
a
d
 v. 
State 
o
f
 J
a
m
m
u
 a
n
d
 K
a
s
h
m
i
r
,
 A
I
R
 1
9
7
3
,
 
S
C
 93
0
.
 

(
1
1
)
T
.
 D
e
v
a
d
a
s
a
n
 v. 
U
n
i
o
n
 of India, 
A
I
R
 1
9
6
4
,
 
S
C
 1
7
9
.
 

(
1
2
)
C
.
 C
h
a
n
a
b
a
s
a
v
a
i
h
 v. 
State 
o
f
 M
y
s
o
r
e
,
 A
I
R
 1
9
6
5
,
 
S
C
 1
2
9
3
.
 

(
1
3
)
S
t
a
t
e
 v. 
G
u
i
a
b
 S
i
n
g
h
,
 
A
I
R
 1
9
5
3
,
 
All. 4
8
3
.
 

(

1

4

)

本
法
の
邦
訳
と
し
て
、
山
崎
・
前
掲
書
二
五

0
頁
以
下
、
藤
尾
正
人
「
イ
ン
ド
の
不
可
触
賤
民
（
犯
罪
）
法
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
九
四
号
九
五
頁

命
令
」

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

H

1
0九

(
-
―
九
―
―
―
)



罫
姐

撼
ll1

回
痢

撼
1く
曲

(1
兵
団
く
）゚

1
 I
O
 
Cl 

I
兵
回
）

(~
) 

T
h
e
 Untouchability 

(Offences) 
A
m
e
n
d
m
e
n
t
 a
n
d
 Miscellaneous Provision Act, 

1976. 
(No. 

106 of 
1976) 

（
印

Devarajiah
v. 

B. 
P
a
d
m
a
n
n
a
,
 A

I
R
 1958, 

M
y
s
o
r
e
 84. 

(~
) 

M
o
h
d
.
 H
a
n
i
f
 Quareshi v. 

State 
of 

Bihar, 
A
I
R
 1958, 

S
C
 731. 

（臼）
Sri

V
e
n
k
a
t
a
r
a
m
a
n
a
 D
e
v
a
r
u
 v. 

State 
of 

Mysore, 
A
I
R
 1958, 

S
C
 255. 

(~
) 

Shastri 
Yagnapurushdasji 

v. 
M
u
l
d
a
s
 B
h
u
n
d
a
r
d
a
s
 Vaishya, 

A
I
R
 1966, 

S
C
 1119. 

(
g
)
 
J
a
g
d
e
v
 S
i
n
g
h
 Sidhanti 

v. 
Pratap S

i
n
g
h
 Daulta, 

A
I
R
 1965 S

C
 183. 

（
;J) 

University 
of 

M
a
d
r
a
s
 v. 

S
h
a
n
t
h
a
 Bai, 

A
I
R
 1954, 

M
a
d
.
 67. 

（斜）
State

of 
B
o
m
b
a
y
 v. 

B
o
m
b
a
y
 Education Society, 

A
I
R
 1954, 

S
C
 561. 

（宮）
S.

A
z
e
e
z
 B
a
s
h
a
 v. 

U
n
i
o
n
 of 

India, 
A
I
R
 1968, 

S
C
 662. 

ば
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る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

『
国
家
と
少
数
者
』

(
1
)
 

〈

D
r
.
B
a
b
a
s
a
h
e
b
 A
m
b
e
d
k
a
r
 ;
 Wr
i
t
i
n
g
s
 a
n
d
 S
p
e
e
c
h
e
s
,
 
v
o
l
 I
 
(
1
9
7
9
)

の
序
文
よ
り
〉

(
2
)
 

『
国
家
と
少
数
者

(States
a
n
d
 
M
i
n
o
r
i
t
i
e
s
)
』
は
、
少
数
者
一
般
の
た
め
、
と
り
わ
け
指
定
カ
ー
ス
ト
保
護
の
た
め
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
博
士
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
覚
書
で
あ
り
、
一
九
四
六
年
、
指
定
カ
ー
ス
ト
連
合
を
代
表
し
て
制
憲
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
覚
書
は
、
憲
法
条
文
草
案
と
そ
の
解

説
、
そ
の
他
の
資
料
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

こ
の
覚
書
は
、
市
民
の
基
本
権
及
び
議
会
、
地
方
機
関
、
行
政
な
ら
び
に
公
務
に
お
け
る
代
表
に
つ
い
て
、
少
数
者
と
指
定
カ
ー
ス
ト
の
権
利
保
護
を

明
確
な
文
言
で
詳
説
し
て
い
る
。
こ
の
覚
書
は
、
分
離
村

(
s
e
p
a
r
a
t
e

villages)

に
お
け
る
指
定
カ
ー
ス
ト
の
教
育
及
び
移
住

(
n
e
w
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
)
 

の
た
め
の
特
別
規
定
を
も
設
け
て
い
る
。
ま
ず
第
一
の
条
文
は
、
連
邦
へ
の
イ
ン
ド
藩
王
国
の
編
入

(
a
d
m
i
s
s
i
o
n
)

問
題
に
充
て
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ

で
は
イ
ン
ド
藩
王
国
が
編
入
に
つ
い
て
、
資
格
藩
王
国
と
未
資
格
藩
王
国

(qualified
State 
a
n
d
 u
n
q
u
a
l
i
f
i
e
d
 State)
に
分
類
さ
れ
る
。
資
格
藩
王

国
は
、
イ
ン
ド
憲
法
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
原
理
と
調
和
す
る
政
府
を
持
つ
責
務
を
有
す
る
。
未
資
格
藩
王
国
地
域
は
、
連
邦
地
域
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

こ
の
覚
書
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
の
権
利
と
特
権
を
定
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
の
救
済
措
置
を
も
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

著
者
が
一
九
三
一
年
円
卓
会
議
少
数
者
（
委
員
会
）
に
提
出
し
た
覚
書
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
奴
隷
解
放
後
黒
人
の
た
め
に
制
定
さ
れ

た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
定
法
と
憲
法
修
正
条
項
及
び
ビ
ル
マ
の
反
ボ
イ
コ
ッ
ト
法
に
由
来
す
る
。
こ
の
覚
書
の
目
新
し
い
特
色
の
―
つ
は
、
ー
—
連
邦

及
び
州
の
ー
首
相
選
任
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
議
院
の
各
々
の
少
数
者
議
員
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
内
閣
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
少
数
者
の

代
表
で
あ
る
と
同
時
に
、
行
政
府
に
お
け
る
多
数
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
表
と
し
て
全
議
院
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
。

B
.
R
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法
け

B
.
R
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル

（
―
-
九
五
）



将
来
の
イ
ン
ド
憲
法
の
起
草
が
制
憲
議
会
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
や
、
全
イ
ン
ド
指
定
カ
ー
ス
ト
連
合
運
営
委
員
会
は
連
合
を
代
表
し

て
制
憲
議
会
に
提
出
す
る
、
指
定
カ
ー
ス
ト
保
護
に
つ
い
て
の
覚
書
を
作
成
す
る
よ
う
私
に
依
頼
し
た
。
私
は
喜
ん
で
こ
の
任
務
を
引
き
受
け
た
。
そ
の

結
果
で
き
あ
が
っ
た
も
の
が
本
小
冊
子
の
内
容
で
あ
る
。

本
覚
書
は
、
基
本
権
、
少
数
者
権
及
び
指
定
カ
ー
ス
ト
の
保
護
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
指
定
カ
ー
ス
ト
が
少
数
者
で
な
い
と
考
え
て
い
る
人

人
は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
私
に
委
ね
ら
れ
た
任
務
の
範
囲
を
こ
え
て
い
る
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
指
定
カ
ー
ス
ト
が
少
数
者
で
な
い
と
い
う
見
解
は
、

指
定
カ
ー
ス
ト
に
服
従
を
求
め
る
高
位
・
強
カ
ー
ス
ト
多
数
者
を
代
弁
す
る
新
し
い
考
え
方

(
d
i
s
p
e
n
s
a
t
i
o
n
)

で
あ
る
。
多
数
者
に
属
す
る
論
者
は
、

そ
の
範
囲
・
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
少
数
者
と
い
う
言
葉
を
―
つ
の
一
般
的
命
題
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
何
人
も
そ
れ
が
二

重
の
解
釈
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
だ
ろ
う
。
私
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
が
た
ん
な
る
少
数
者
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

序

＝ 

L 

も
う
―
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
特
色
は
、
経
済
的
搾
取
か
ら
の
自
由
、
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
の
自
由
に
つ
い
て
の
市
民
の
基
本
権
侵
害
に
た
い
す
る
救
済
措
置

の
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
内
の
経
済
構
造
改
革
の
た
め
、
憲
法
施
行
後
一

0
年
間
実
施
し
う
る
憲
法
規
定
に
よ
っ
て
実
現
す
ぺ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
国
家
的
社
会
主
義

(state
s
o
c
i
a
l
i
s
m
)

を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
甚
幹
産
業
と
保
険
の
国
有
、
管
理
を
想
定
し
て
い
る
。

基
幹
産
業
に
含
ま
れ
る
農
業
は
集
産
主
義
的
方
法
で
組
織
化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
国
有
化
さ
れ
る
産
業
と
士
地
の
所
有
者
に
は
公
債

(
d
e
b
e
n
t
u
r
e
)

の
形
式
で
補
償
さ
れ
る
。
公
債
所
持
者
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
利
息
を
受
け
取
る
資
格
を
与
え
ら
れ
る
。

国
家
と
少
数
者

関
法
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三
四
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用
意
し
た
。

こ。t
 

―
つ
は
少
数
者
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は

本
覚
書
と
と
も
に
印
刷
す
る
の
が
適
切
と
判
断
し

及
び
、
市
民
や
少
数
者
に
与
え
ら
れ
る
い
か
な
る
保
護
も
指
定
カ
ー
ス
ト
に
は
充
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

指
定
カ
ー
ス
ト
の
社
会
的
・
経
済
的
・
教
育
的
環
境
は
市
民
及
び
少
数
者
の
そ
れ
よ
り
も
非
常
に
劣
悪
な
の
で
、
市
民
及
び
少
数
者
と
し
て
受
け
る
保
護

に
加
え
て
、
指
定
カ
ー
ス
ト
は
多
数
者
の
横
暴
と
差
別
に
た
い
す
る
特
別
の
保
護
を
要
求
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
う
―
つ
の
解
釈
は
、

指
定
カ
ー
ス
ト
は
少
数
者
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
少
数
者
が
主
張
し
う
る
保
護
を
求
め
る
資
格
を
有
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、

が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
指
定
カ
ー
ス
ト
が
た
ん
な
る
少
数
者
で
は
な
い
と
い
う
私
の
見
解
を
承
認
す
る
人
々
が
、
市
民
の
基
本
権
の
あ
ら
ゆ
る
恩
恵

(benefit)
、
少
数
者
保
護
規
定
の
あ
ら
ゆ
る
恩
恵
及
び
特
別
保
護
を
指
定
カ
ー
ス
ト
の
た
め
に
要
求
す
る
こ
と
を
正
当
と
み
な
す
私
の
立
場
に
同
意
し

て
く
れ
る
こ
と
を
確
信
す
る
。

本
覚
書
は
、
制
憲
議
会
に
提
出
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
刊
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
草
稿

を
読
ん
だ
カ
ー
ス
ト
ヒ
ン
ズ
ー
の
友
人
が
、
こ
れ
を
広
く
普
及
す
る
よ
う
私
に
勧
め
た
。
本
覚
書
は
、
制
憲
議
会
議
員
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
こ
れ
を
公
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
何
ら
礼
節
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
判
断
し
た
。
よ
っ
て
、
私
は
友
人
た
ち
の
要
望
に
応
え
本
覚
書
を
公
刊
す

る
こ
と
に
同
意
し
た
。

一
般
的
な
用
語
で
考
え
を
叙
述
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
私
は
本
覚
書
を
憲
法
条
文
の
形
式
で
作
成
し
た
。
要
を
得
て
し
か
も
正
確
に
行
な
う
た
め
に

は
こ
の
手
法
は
と
て
も
有
益
だ
と
思
っ
て
も
ら
え
る
と
確
信
し
て
い
る
。
指
定
カ
ー
ス
ト
連
合
運
営
委
員
会
の
た
め
に
、
私
は
条
文
解
説
と
統
計
資
料
を

こ
の
条
文
解
説
と
統
計
資
料
は
、

一
般
読
者
に
と
っ
て
も
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
、

制
憲
議
会
が
直
面
し
た
多
く
の
問
題
の
中
で
、
疑
い
も
な
く
最
も
困
難
な
二
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
。

藩
王
国
の
問
題
で
あ
る
。
私
は
、
イ
ン
ド
藩
王
国
問
題
の
研
究
者
な
の
で
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
非
常
に
明
確
で
独
特
の
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
制
憲
議
会
が
私
を
藩
王
国
委
員
会

(States
C
o
m
m
i
t
t
e
e
)

に
選
任
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
制
憲
議
会
は
、
そ
の
任
務
を
果
す
た

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法
け

： 
（
一
―
九
七
）

正
気
の
人
な
ら
一
顧
だ
に
し
な
い
、

全
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

人
々
が
そ
の
見
解
を
無
視
す
る
と
し
て
も
、
指
定
カ
ー
ス
ト
に
は
釈
明



(iii) (ii) (i) 
め
に
別
の
す
ぐ
れ
た
人
々
を
選
ん
だ
。
お
そ
ら
く
、
私
が
精
神
的
共
同
体
(
t
a
b
e
r
n
a
c
l
e
)
の
外
に
あ
り
そ
れ
ゆ
え
好
ま
し
か
ら
ぬ
人
物
と
思
わ
れ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
私
が
除
外
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
情
け
な
い
と
は
思
わ
な
い
。
た
だ
、
委
員
会
審
議
の
中
で
私
の
見
解
を
提
示
し
将
来
の
展
望
を
行
な
う

機
会
を
失
っ
た
こ
と
だ
け
は
遣
憾
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
藩
王
国
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
よ
り
広
範
な
人
々
が
私
の
見
解
を
知
り
、
そ
れ
を
評
価
、
活
用

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
市
民
の
権
利
、
少
数
者
の
権
利
及
び
指
定
カ
ー
ス
ト
の
権
利
と
と
も
に
本
小
冊
子
の
中
で
述
べ
て
い
く
と
い
う
ー
ー
つ
ま

り
次
善
の
策
を
採
っ
た
。

イ
ン
ド
合
州
国
憲
法
草
案

る
こ
と
を
確
定
し
、
ま
た
、

一
九
四
七
年
三
月
一
五
日

わ
れ
ら
、
州
及
び
中
央
行
政
地
域
と
い
う
行
政
単
位
に
分
割
さ
れ
た
英
領
イ
ン
ド
諸
地
域
な
ら
び
に
イ
ン
ド
藩
王
国
領
の
人
民
は
、
こ
れ
ら
地
域
に
一

層
完
全
な
連
邦
を
形
成
す
る
た
め
、
ー
州
、
中
央
行
政
地
域
（
以
後
、
州
(
s
t
a
t
e
)
と
呼
ば
れ
る
）
及
び
イ
ン
ド
藩
王
国
が
イ
ン
ド
合
州
国
と
い
う
形

態
で
立
法
、
執
行
及
び
行
政
目
的
を
有
す
る
―
つ
の
政
治
体
に
統
一
さ
れ
る
ぺ
き
こ
と
、
な
ら
び
に
、
か
く
し
て
形
成
さ
れ
た
連
邦
が
永
続
的
な
も
の
た

わ
れ
ら
と
わ
れ
ら
の
子
孫
に
た
い
し
て
イ
ン
ド
合
州
国
が
変
わ
る
こ
と
な
く
自
治
と
善
政
の
恵
沢
を
確
保
し
、

生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
つ
い
て
、
言
論
の
自
由
及
び
宗
教
活
動
の
自
由
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
国
民
の
権
利
を
擁
護
し
、

貧
困
階
級
に
充
分
な
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
的
・
政
治
的
・
教
育
的
不
平
等
を
除
去
し
、

前
文
案

関
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（
二
項
）

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
資
格
藩
王
国
と
み
な
さ
れ
な
い
。

（
一
項
）

第
一
節

(v)(iv） 

第
一
条
案

恐
怖
と
欠
乏
か
ら
の
自
由
を
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
が
享
受
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め

国
内
の
無
秩
序
及
び
外
か
ら
の
侵
略
に
対
す
る
備
え
を
す
る
た
め
に
、

本
憲
法
を
イ
ン
ド
合
州
国
の
た
め
に
制
定
す
る
。

イ
ン
ド
藩
王
国
の
連
邦
へ
の
編
入

（
資
格
藩
王
国
と
連
邦
へ
の
編
入
）

―
―
五

(
3
)
 

イ
ン
ド
合
州
国
は
、
編
入
を
希
望
す
る
イ
ン
ド
藩
王
国
が
資
格
藩
王
国
で
あ
る
と
き
、
憲
法
で
定
め
る
連
邦
議
会
授
権
法
の
規
定
す
る
適
用
条
件
及
び

履
行
条
件
に
も
と
づ
い
て
、
連
邦
へ
当
該
藩
王
国
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

本
項
の
目
的
の
た
め
に
資
格
イ
ン
ド
藩
王
国
の
一
覧
表
が
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藩
王
国
は
、
連
邦
議
会
の
定
め
た
標
準
的
規
模
を
有
し
、

そ
の
人
民
の
生
活
水
準
を
維
持
し
う
る
だ
け
の
天
然
資
源
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
財
政
的
・
人
的
資
源
に
よ
り
自
治
州
と
し
て
外
部
か

ら
の
侵
略
に
抵
抗
で
き
、
内
部
的
攪
乱
に
対
し
て
法
と
秩
序
を
維
持
し
、
近
代
国
家
に
期
待
さ
れ
る
行
政
と
福
祉
の
最
低
水
準
を
そ
の
住
民
に
保
障
す
る

（
連
邦
に
加
入
し
て
い
な
い
資
格
イ
ン
ド
藩
王
国
と
未
資
格
イ
ン
ド
藩
王
国
と
の
、
イ
ン
ド
合
州
国
に
対
す
る
関
係
）

資
格
藩
王
国
で
は
あ
る
が
連
邦
に
加
入
し
て
い
な
い
イ
ン
ド
藩
王
国
の
領
土
及
び
未
資
格
藩
王
国
の
領
土
は
、
イ
ン
ド
合
州
国
の
編
入
領
土
と
し
て
扱

わ
れ
、
い
か
な
る
時
に
お
い
て
も
連
邦
全
体
の
一
部
を
構
成
し
、
連
邦
議
会
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
イ
ン
ド
合
州
国
憲
法
の
当
該
部
分
の
適
用
を
う
け
る
。
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る。
あ
る
藩
王
国
が
連
邦
に
州
と
し
て
編
入
さ
れ
た
後
は
、
い
か
な
る
新
州
も
、
当
該
州
の
管
轄
地
域
内
で
形
成
・
創
設
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
い

か
な
る
新
州
も
、
連
邦
議
会
及
び
当
該
州
議
会
の
同
意
な
し
で
二
つ
以
上
の
州
又
は
州
の
一
部
の
合
併

(junction)

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
は
な
ら
な

イ
ン
ド
合
州
国
及
び
新
領
土

（
管
轄
権
外
州
の
連
邦
へ
の
編
入
）

イ
ン
ド
合
州
国
は
、
イ
ン
ド
の
本
来
的
部
分
を
構
成
し
て
い
る
地
域
又
は
イ
ン
ド
の
辺
境
地
域
を
、
相
互
に
合
意
し
た
条
件
で
連
邦
に
編
入
す
る
も
の

と
す
る
。
そ
の
条
件
が
イ
ン
ド
合
州
国
憲
法
に
進
反
し
な
い
と
き
、
そ
の
編
入
は
、
イ
ン
ド
合
州
国
を
楷
成
す
る
州
の
半
数
の
議
会
に
よ
っ
て
勧
告
さ
れ

、。し

（
二
項
）

（
一
項
）

第
二
節

（
イ
ン
ド
合
州
国
に
よ
る
新
領
土
の
取
得
及
び
連
邦
未
編
入
領
土
と
し
て
の
保
持
）

（
四
項
）
（
連
邦
内
に
お
け
る
新
州
の
形
成
）

（
三
項
）

(
―
二

0
0
)

（
未
資
格
イ
ン
ド
藩
王
国
を
連
邦
の
州
と
し
て
編
入
す
る
資
格
を
与
え
る
た
め
、
適
正
な
行
政
単
位
に
未
資
格
イ
ン
ド
藩
王
国
領
土
を
再
編

成
す
る
イ
ン
ド
合
州
国
の
権
限
）

イ
ン
ド
合
州
国
は
、
未
資
格
イ
ン
ド
藩
王
国
の
領
土
を
連
邦
の
州
と
し
て
連
邦
に
編
入
す
る
た
め
、
適
正
な
行
政
単
位
に
改
革
、
再
編
成
、
再
配
分
及

び
合
併
す
る
権
限
を
有
す
る
。

関
法
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三
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(4) 

す
べ
て
の
市
民
は
法
律
の
下
に
平
等
で
あ
り
、
市
民
的
権
利
を
均
し
く
有
し
て
い
る
。
何
ら
か
の
処
罰
、
不
利
益
若
し
く
は
無
能
力
を
課
す
如
何

な
る
現
行
の
法
律
、
規
則
、
命
令
若
し
く
は
法
の
解
釈
又
は
市
民
に
対
し
て
な
さ
れ
た
如
何
な
る
差
別
も
、
本
憲
法
施
行
の
日
以
降
そ
の
効
力
を
失
う
。

あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
と
そ
の
社
会
的
地
位
に
か
か
わ
り
な
く
適
用
さ
れ
る
法
律
に
よ
り
理
由
づ
け
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
公
共
の
用
に
供
さ
れ
、

維
持
さ
れ
又
は
許
可
さ
れ
た
設
備
、
便
宜
、
施
設
、
宿
泊
の
特
権
、
教
育
施
設
、
道
路
、
小
径
、
街
路
、
用
水
池
、
井
戸
及
び
そ
の
他
の
水
場
、
陸
上
・

航
空
•
水
上
公
共
輸
送
機
関
、
劇
場
、
そ
の
他
の
公
共
娯
楽
場
、
行
楽
地
又
は
公
共
施
設
の
十
分
な
利
用
を
拒
ん
だ
も
の
は
、
何
人
と
い
え
ど
も
有
罪
と

(3) 

領
土
内
で
出
生
又
は
帰
化
し
た
す
べ
て
の
人
は
、
イ
ン
ド
合
州
国
及
び
そ
の
居
住
す
る
州
の
市
民
で
あ
る
。
地
位
、
出
生
、
人
格
、
家
系
、
宗
教

又
は
宗
教
上
の
慣
習
・
慣
行
か
ら
生
ず
る
い
か
な
る
特
権
又
は
無
能
力
も
廃
止
さ
れ
る
。

(2) 

い
か
な
る
州
も
、
市
民
の
特
権
又
は
義
務
免
除
を
侵
害
す
る
法
律
又
は
慣
行
を
制
定
、
施
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
州
も
法
律
の
適
正
な

手
続
を
経
ず
に
、
い
か
な
る
人
の
生
命
、
自
由
又
は
財
産
を
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
管
轄
内
に
あ
る
何
人
に
対
し
て
も
、
法
律
の
平
等
な
保
護
を

否
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

(1) 
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イ
ン
ド
合
州
国
憲
法
は
、
市
民
の
基
本
権
と
し
て
左
記
の
も
の
を
承
認
す
る
。

第
一
節

イ
ン
ド
合
州
国
は
、
領
土
を
取
得
し
、
そ
れ
を
未
編
入
領
土
と
し
て
扱
う
も
の
と
す
る
。
イ
ン
ド
合
州
国
憲
法
は
、
イ
ン
ド
合
州
国
議
会
が
異
な
っ
た

定
め
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
未
編
入
領
土
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
二
条
案

市
民
の
基
本
権

―
―
七

(
―
二

0
1
)



(7) 

(vi) {v) 
(d) (c) (b) (a) 

(iv) あ
ら
ゆ
る
市
民
は
、
公
に
よ
り
又
は
公
共
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
す
べ
て
の
機
関
、
施
設
及
び
娯
楽
施
設
に
均
し
く
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
か
な
る
市
民
も
、
宗
教
、
カ
ー
ス
ト
、
信
条
、
性
別
又
は
社
会
的
地
位
を
理
由
と
し
て
、
公
職
を
保
持
し
、
取
引
又
は
営
業
を
行
な
う
資
格
を

ヽ
~,

1
,
 

る
法
律
も
市
民
の
居
住
す
る
権
利
を
侵
害
す
る
よ
う
制
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

圃

い
ず
れ
の
市
民
も
、
イ
ン
ド
の
い
か
な
る
地
域
に
も
居
住
す
る
権
利
を
有
す
る
。
公
の
秩
序
と
道
徳
を
考
慮
し
た
場
合
を
除
い
て
、
い
か
な

い
ず
れ
の
市
民
も
、
そ
の
出
生
州
か
ら
市
民
証
明
書
の
作
成
を
う
け
て
イ
ン
ド
の
い
か
な
る
地
域
に
も
移
住
す
る
権
利
を
有
す
る
。
本
号
岡

で
明
規
さ
れ
た
理
由
に
も
と
づ
く
外
、
移
住
の
許
可
は
拒
否
又
は
撤
回
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

市
民
が
移
住
を
望
む
州
は
、
当
該
州
の
住
民
に
課
さ
れ
る
負
担
の
外
、
移
住
に
関
し
て
そ
の
市
民
に
何
ら
特
別
の
負
担
を
課
し
て
は
な
ら
な

い
。
移
住
許
可
に
つ
い
て
課
さ
れ
る
手
数
料
最
高
額
は
、
連
邦
議
会
の
制
定
す
る
法
律
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

州
は
左
記
に
該
当
す
る
人
に
対
し
て
移
住
許
可
を
、
拒
否
又
は
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

常
習
的
犯
罪
者

移
住
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
州
の
コ
ミ
ュ
ナ
ル
均
衡
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
も
の

移
住
を
望
む
州
が
、
最
低
限
の
確
実
な
生
活
手
段
を
持
つ
と
明
確
に
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
及
び
公
の
救
憔
に
恒
常
的
な
負
担
を
与

え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
者
又
は
負
担
を
与
え
て
き
た
者
。

そ
の
者
の
出
身
州
が
、
充
分
な
援
助
を
要
求
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
拒
む
も
の
。

移
住
の
許
可
は
、
働
く
能
力
を
有
し
、
出
身
地
で
公
救
位
に
恒
常
的
な
負
担
を
か
け
て
お
ら
ず
、
失
業
し
た
場
合
の
備
え
を
持
つ
申
込
者
に

条
件
付
で
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

あ
ら
ゆ
る
追
放
は
、
連
邦
政
府
に
よ
り
追
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(iii) 

⑱
 

奪
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(5) 
さ
れ
る
。
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⑱ ⑰
 

凶 (13）（12) ⑩
 

め
る
。

連
邦
政
府
は
、
イ
ン
ド
の
い
か
な
る
地
域
に
お
い
て
生
ず
る
国
内
的
無
秩
序
又
は
暴
力
に
対
し
て
も
保
護
を
与
え
る
と
と
も
に
、

へ
の
迫
害
に
対
し
て
も
保
護
を
与
え
る
。

人
に
強
制
労
働
又
は
不
本
意
の
労
役
を
強
要
す
る
こ
と
は
犯
罪
で
あ
る
。

不
合
理
な
捜
索
、
押
収
か
ら
身
体
、
住
居
、
書
類
及
び
所
有
物
を
保
護
さ
れ
る
人
民
の
権
利
は
、
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
令
状
は
、

宜
誓
又
は
同
意
が
な
さ
れ
、
特
に
捜
索
す
る
場
所
を
明
示
し
、
逮
捕
さ
れ
る
人
又
は
押
収
さ
れ
る
物
件
を
明
示
し
た
適
正
な
根
拠
に
も
と
づ
い
て
の
み
発

せ
ら
れ
る
。

⑩
 

(9) (8) 

市
民
の
投
票
権
は
、
未
成
年
、
拘
禁
及
び
精
神
障
害
を
除
く
い
か
な
る
理
由
に
も
と
づ
い
て
も
否
定
又
は
剣
奪
さ
れ
な
い
。

い
か
な
る
法
律
も
、
公
の
秩
序
及
び
道
徳
を
理
由
と
す
る
場
合
を
除
き
、
言
論
、
出
版
、
結
社
及
び
集
会
の
自
由
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

私
権
剥
奪
法
又
は
遡
及
処
罰
法
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
。

国
は
、
公
の
秩
序
及
び
道
徳
と
調
和
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
良
心
の
自
由
な
ら
び
に
信
仰
告
白
、
布
教
及
び
改
宗
の
権
利
を
含
む
宗
教
活
動
の

自
由
を
保
障
す
る
。

⑱
何
人
も
、
宗
教
団
体
の
信
者
に
な
る
こ
と
、
宗
教
教
育
を
受
け
る
こ
と
又
は
宗
教
活
動
を
行
な
う
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い
。
前
記
条
項
を
条
件
と

し
て
、
両
親
及
び
後
見
人
は
、
子
供
が
一
六
歳
に
な
る
ま
で
そ
の
宗
教
教
育
を
決
定
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る
。

囮
何
人
も
そ
の
カ
ー
ス
ト
、
信
条
又
は
宗
教
を
理
由
と
し
て
い
か
な
る
処
罰
を
も
受
け
な
い
し
、
カ
ー
ス
ト
、
信
条
又
は
宗
教
に
も
と
づ
い
て
市
民

の
義
務
の
履
行
を
妨
げ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
。

国
は
、
国
教
と
し
て
い
か
な
る
宗
教
を
も
承
認
し
て
は
な
ら
な
い
。

宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
は
、
結
社
の
自
由
を
保
障
さ
れ
る
。
ま
た
、
望
む
な
ら
ば
彼
ら
の
同
意
を
条
件
と
し
て
、
そ
れ
を
法
人
と
す
る
立
法
を
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連
邦
議
会
は
、
移
住
と
居
住
と
の
間
の
相
違
を
明
確
に
し
、
同
時
に
、
居
住
し
て
い
る
人
の
政
治
的
・
市
民
的
権
利
を
規
律
す
る
規
則
を
定
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、。し (4) (2) 
（
一
項
）

',＇’、ー（
 
イ
ン
ド
の
司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
る
。

（
司
法
上
の
保
護
）

イ
ン
ド
合
州
国
は
、
左
記
の
措
置
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
基
本
権
の
侵
害
に
対
す
る
救
済
措
置

⑱ 

（ーニ
0
四）

制
定
す
る
こ
と
を
国
に
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。

⑲
あ
ら
ゆ
る
宗
教
団
体
は
、
す
べ
て
の
団
体
に
適
用
さ
れ
る
法
律
の
制
限
内
で
自
由
に
そ
の
事
務
を
規
律
し
運
営
す
る
。

⑳
宗
教
団
体
は
、
団
体
の
規
則
が
寄
附
の
徴
収
を
認
め
て
い
る
な
ら
ば
、
寄
附
を
す
る
意
志
の
あ
る
信
者
か
ら
寄
附
を
徴
収
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ

る
。
何
人
も
、
そ
の
税
収
が
彼
の
属
し
て
い
な
い
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
に
特
に
充
て
ら
れ
る
税
を
支
払
う
こ
と
を
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

本
節
の
す
べ
て
の
犯
罪
は
、
裁
判
上
争
い
う
る
犯
罪
と
み
な
さ
れ
る
。
連
邦
議
会
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
必
要
な
立
法
規
定
を
実
施
し
、
犯
罪

と
宜
言
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
の
処
罰
を
規
定
す
る
法
律
を
制
定
す
る
。

(
6
)
 

最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
他
の
裁
判
所
又
は
裁
判
権
を
行
使
す
る
官
吏
が
上
告
権
又
は
訂
正
権
に
服
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
又

は
裁
判
権
を
行
使
す
る
官
吏
に
対
す
る
監
督
権
を
有
す
る
。

(
7
)
 

⑱
最
高
裁
判
所
は
、
人
身
保
護
令
状
、
権
限
開
示
令
状
、
職
務
執
行
禁
止
令
状
、
移
送
命
令
及
び
職
務
執
行
強
制
令
状
等
々
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
大

権
令
状
を
、
不
服
当
事
者
の
申
請
に
も
と
づ
き
発
す
る
権
限
を
有
す
る
。
そ
の
よ
う
な
令
状
の
目
的
の
た
め
に
、
最
高
裁
は
イ
ン
ド
全
域
に
わ
た
る
一
般

的
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
と
さ
れ
る
。

公
共
の
安
全
が
そ
の
侵
害
又
は
停
止
を
必
要
と
す
る
反
乱
又
は
侵
略
の
場
合
を
除
き
、
令
状
を
求
め
る
権
利
は
侵
害
又
は
停
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
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(1) 

（
差
別
に
た
い
す
る
保
護
）

(4) (3) (2) 
ヽ
~ー，ー・

保
持
及
び
譲
渡
す
る
こ
と
。

限
と
も
さ
れ
て
い
な
い
。

（
二
項
）

連
邦
議
会
、
連
邦
執
行
府
及
び
イ
ン
ド
の
す
べ
て
の
州
の
権
限
は
、
次
の
制
限
に
服
す
る
。

国
民
の
以
下
の
権
利
を
侵
害
す
る
法
律
を
制
定
し
た
り
、
命
令
、
規
則
又
は
規
程
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
イ
ン
ド
の
い
か
な
る
議
会
又
は
執
行
府
の
権

契
約
を
締
結
し
、
履
行
す
る
こ
と
、
訴
訟
を
提
起
し
、
当
事
者
と
な
り
、
証
言
を
す
る
こ
と
、
不
動
産
・
動
産
を
相
続
、
買
受
、
賃
貸
借
、
売
却
、

国
民
の
全
て
の
階
層
の
適
切
か
つ
充
分
な
代
表
を
提
供
す
る
の
に
必
要
な
条
件
を
除
き
、
文
官
職
、
武
官
職
及
び
全
て
の
教
育
施
設
へ
の
就
職
資

格
を
持
つ
こ
と
。

人
種
、
階
級
、
カ
ー
ス
ト
、
体
色
又
は
信
条
に
つ
き
全
て
の
国
民
に
平
等
に
適
用
さ
れ
る
条
件
及
び
制
限
を
除
き
、
設
備
、
便
宜
、
施
設
、
教
育

施
設
、
宿
泊
の
特
権
、
河
川
、
小
川
、
井
戸
、
用
水
地
、
道
路
、
小
径
、
街
路
、
陸
上
・
航
空
•
水
上
公
共
輸
送
機
関
、
劇
場
、
そ
の
他
の
公
共
娯
楽
場

又
は
行
楽
地
の
充
分
で
平
等
な
利
用
を
行
な
う
権
利
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
。

一
般
公
衆
の
た
め
又
は
同
じ
信
念
及
び
宗
教
を
持
つ
人
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
、
創
設
さ
れ
、
維
持
さ
れ
又
は
認
め
ら
れ
た
宗
教
上
又
は
慈
善
上
の

便
宜
を
、
適
切
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
し
か
も
差
別
な
く
分
配
で
き
る
こ
と
。

⑱
宗
教
に
も
と
づ
く
い
か
な
る
慣
習
・
慣
行
に
か
か
わ
ら
ず
、
刑
罰
、
処
罰
等
に
は
服
す
る
が
他
の
如
何
な
る
も
の
に
も
服
さ
な
い
、
全
て
の
国
民

に
よ
っ
て
享
有
さ
れ
て
い
る
、
身
体
及
び
財
産
の
安
全
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
法
律
及
び
手
続
の
充
分
で
均
し
い
便
益
を
主
張
す
る
こ
と
。

（
三
項
）市

民
に
対
し
、
公
行
政
上
政
府
官
吏
に
よ
り
又
は
商
工
業
上
の
私
人
雇
用
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
人
種
、
信
条
又
は
社
会
的
地
位
を
理
由
と
す

B
.
R
・
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法
け

（
不
乎
等
取
扱
に
た
い
す
る
保
護
）
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こ
と
。 (8) (5) (4) 

（
経
済
的
搾
取
に
対
す
る
保
護
）

イ
ン
ド
合
州
国
は
、
本
憲
法
の
一
部
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
宜
言
す
る

I

(2) (1) (3) 

基
幹
産
業
で
は
な
い
が
基
礎
的
な
産
業
で
あ
る
も
の
は
、
国
の
所
有
と
さ
れ
国
又
は
国
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
が
経
営
す
る
こ
と
。

保
険
は
国
の
独
占
と
し
、
国
は
議
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
成
人
市
民
の
賃
金
に
ふ
さ
わ
し
い
生
涯
保
険
政
策
を
、
す
べ
て
の
成
人
市
民
に
採

ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

(6) (7) 

農
業
は
、
国
家
産
業
た
る
べ
き
こ
と
。

国
は
、
私
人
が
所
有
者
、
賃
借
人
又
は
債
権
者
と
し
て
保
持
す
る
、
前
記
産
業
、
保
険
及
び
農
業
に
お
け
る
権
利
を
取
得
し
、
公
債
の
形
で
そ
こ

で
の
権
利
の
価
値
と
均
し
い
補
償
金
を
彼
ら
に
支
払
う
こ
と
。
当
該
土
地
、
工
場
設
備
又
は
担
保
価
値
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
非
常
事
態
に
よ
り

生
ず
る
も
の
、
潜
在
的
も
し
く
は
分
不
相
応
な
価
値
又
は
強
制
収
用
に
と
も
な
う
価
値
に
は
何
ら
配
慮
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

国
は
、
公
債
所
有
者
が
現
金
支
払
を
要
求
で
き
る
時
期
及
び
方
法
を
定
め
る
。

公
債
は
、
譲
渡
・
相
続
す
る
こ
と
の
で
き
る
財
産
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
債
所
持
者
、
当
初
の
所
持
者
か
ら
の
譲
受
人
又
は
相
続
人
は
、
国
家
が

収
用
し
た
土
地
の
返
還
又
は
当
該
産
業
に
お
け
る
利
益
の
回
復
を
要
求
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
ず
、
い
か
な
る
方
法
に
お
い
て
も
そ
れ
を
処
分
す
る
権
限

を
与
え
ら
れ
な
い
。

（
四
項
）

(2) 
る
差
別
は
、
犯
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
の
事
件
を
裁
判
す
る
権
限
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
設
置
さ
れ
る
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
る
。

連
邦
議
会
は
、
適
正
な
立
法
に
よ
り
本
規
定
を
実
施
す
る
権
利
と
義
務
を
有
す
る
。

基
幹
産
業
又
は
基
幹
産
業
と
宣
言
さ
れ
う
る
産
業
は
、
国
に
よ
っ
て
所
有
・
経
営
さ
れ
る
こ
と
。

公
債
保
持
者
は
、
法
律
の
定
め
る
割
合
で
公
債
か
ら
利
息
を
え
、
現
金
又
は
国
が
適
正
と
み
と
め
た
も
の
で
支
払
を
受
け
る
権
利
を
与
え
ら
れ
る

関
法
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期
間
に
及
ん
で
は
な
ら
な
い
。

(10) (9) 

本
計
画
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
す
み
や
か
に
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
い
か
な
る
場
合
で
も
本
憲
法
施
行
の
日
か
ら
一

0
年
を
こ
え
る

B
.
R
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法

H

(b) 

提
供
を
受
け
た
原
資
の
使
用
に
つ
き
支
払
わ
れ
た
も
の
の
一
部
。

賃
借
条
件
違
反
、
国
の
提
供
し
た
耕
作
手
段
を
最
善
に
活
用
す
る
こ
と
の
意
図
的
怠
慢
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
集
団
農
業
計
画
に
有
害
な

行
為
を
行
な
っ
た
賃
借
人
に
対
す
る
処
罰
を
定
め
る
こ
と
。

③
 

R
公
債
保
持
者
に
支
払
わ
れ
た
も
の
の
一
部
、
及
び

①
 
土
地
収
入
の
一
部
、

伺
農
地
生
産
物
に
次
の
負
担
を
か
す
こ
と

的
国
は
左
の
権
限
を
与
え
ら
れ
る
ー
ー

(iii) 
(c) "＂-で

、
村
人
に
貸
し
出
さ
れ
る
。

水
、
役
畜
、
農
具
、
肥
料
、
種
苗
そ
の
他
の
提
供
に
よ
っ
て
集
団
農
地
の
耕
作
を
援
助
す
る
こ
と
は
、
国
の
義
務
で
あ
る
。

賃
借
人
は
、
農
地
に
つ
き
適
正
に
徴
収
さ
れ
る
負
担
支
払
後
残
余
の
収
獲
物
を
定
め
ら
れ
た
方
法
で
相
互
に
分
配
す
る
。

土
地
は
、
カ
ー
ス
ト
又
は
信
条
の
区
別
な
く
、
か
つ
、
土
地
所
有
者
、
賃
借
人
及
び
土
地
を
持
た
な
い
労
働
者
が
い
な
く
な
る
よ
う
な
方
法

⑱
農
地
は
、
政
府
の
作
成
す
る
規
則
及
び
指
導
に
従
っ
て
耕
作
さ
れ
る
。

(a) 
国
は
、
収
用
地
を
基
準
規
模
の
農
地
に
分
割
し
、
次
の
条
件
で
耕
作
す
る
（
家
族
集
団
を
構
成
す
る
）
賃
借
人
た
る
村
落
居
住
者
に
、
耕
作

の
た
め
農
地
を
貸
す
も
の
と
す
る
。

農
地
は
、
集
団
農
地
と
し
て
耕
作
さ
れ
る
。

農
業
は
、
左
記
の
基
盤
の
上
に
編
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

.1. 

•I 
＼ヽ

三
(
―
二
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七）



(4) (3) (2) 
（
二
項
）

‘,＇‘ ー‘,`‘ 
除
き
、
罷
免
さ
れ
な
い
。

(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
（
第
一
項
）

第
三
節

少
数
者
保
護
の
た
め
の
規
定

イ
ン
ド
合
州
国
憲
法
は
、
次
の
こ
と
を
定
め
る
。

（
コ
ミ
ュ
ナ
ル
執
行
府
に
た
い
す
る
保
護
）

連
邦
又
は
州
の
執
行
府
は
、
議
会
の
要
求
で
罷
免
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
非
議
会
的
な
も
の
で
あ
る
。

執
行
府
の
構
成
員
は
、
議
会
の
議
員
で
な
い
と
き
に
も
、
議
会
に
出
席
、
発
言
、
提
案
及
び
答
弁
す
る
権
利
を
有
す
る
。

首
相
は
、
単
記
移
譲
式
投
票
に
よ
り
全
議
院
に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
。

内
閣
内
の
各
々
の
少
数
者
の
代
表
は
、
議
会
内
の
各
少
数
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
議
員
に
よ
っ
て
単
記
移
譲
式
投
票
で
選
挙
さ
れ
る
。

執
行
府
に
お
け
る
多
数
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
代
表
は
、
全
議
院
に
よ
っ
て
単
記
移
譲
式
投
票
で
選
挙
さ
れ
る
。

内
閣
の
構
成
員
は
、
不
信
任
動
議
又
は
そ
の
他
の
理
由
に
も
と
づ
き
辞
職
す
る
が
、
不
正
又
は
反
逆
罪
に
よ
っ
て
議
院
か
ら
弾
劾
さ
れ
る
湯
合
を

（
社
会
的
・
公
的
抑
圧
に
た
い
す
る
保
護
）

少
数
者
問
題
監
督
官
と
呼
ば
れ
る
官
吏
が
任
命
さ
れ
る
。

前
記
監
督
官
の
地
位
は
、

方
法
及
び
理
由
で
罷
免
さ
れ
る
。

一
九
三
五
年
イ
ン
ド
統
治
法
第
一
六
六
条
に
も
と
づ
き
任
命
さ
れ
た
監
督
官
の
地
位
と
類
似
し
、
最
高
裁
判
事
と
同
じ

公
衆
、
及
び
連
邦
と
州
の
政
府
に
よ
る
少
数
者
の
取
扱
い
、
政
府
又
は
そ
の
官
吏
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ナ
ル
的
偏
見
か
ら
す
る
保
護
違
反
又
は
誤
審
に

つ
き
年
次
報
告
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
監
督
官
の
義
務
で
あ
る
。

監
督
官
の
作
成
し
た
年
次
報
告
は
、
連
邦
及
び
州
の
議
会
に
提
出
さ
れ
る
。
連
邦
及
び
州
の
政
府
は
、
本
報
告
論
議
の
た
め
の
時
間
を
提
供
し
な

関
法
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(b) (a) 
(iii) 

る。

(c) （
三
項
）

（
社
会
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
対
す
る
保
護
）

―
二
五

左
に
定
義
す
る
社
会
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
社
会
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
助
長
、
煽
動
又
は
威
嚇
は
、
犯
罪
と
宣
言
さ
れ
る
。

①
ボ
イ
コ
ッ
ト
は
、
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
ー
左
記
の
と
き
、
人
が
他
人
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

伺
家
屋
若
し
く
は
土
地
の
貸
与
、
使
用
若
し
く
は
居
住
の
拒
否
又
は
交
際
、
雇
用
労
働
若
し
く
は
商
取
引
の
拒
否
又
は
人
と
の
サ
ー
ビ
ス
の
授
受

の
拒
否
又
は
商
業
の
通
常
の
過
程
で
な
さ
れ
る
交
際
関
係
で
前
記
事
項
の
い
ず
れ
か
を
行
な
う
こ
と
の
拒
否
、

本
憲
法
で
宜
言
さ
れ
た
市
民
の
基
本
権
又
は
そ
の
他
の
権
利
と
矛
盾
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
存
在
し
て
い
る
慣
行
に
関
し
、
通
常
、
人
と
の

間
に
維
持
し
て
い
る
社
会
的
・
職
業
的
・
商
業
的
関
係
を
絶
つ
こ
と
、

正
当
な
権
利
を
行
使
す
る
人
を
何
ら
か
の
方
法
で
、
侵
害
し
、
悩
ま
せ
又
は
干
渉
す
る
こ
と
。

ボ
イ
コ
ッ
ト
犯
罪
ー
正
当
な
権
限
を
行
使
し
、
若
し
く
は
適
法
に
不
作
為
が
認
め
ら
れ
て
い
る
行
為
を
行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て

又
は
義
務
の
な
い
行
為
を
行
な
わ
し
め
る
意
図
若
し
く
は
適
法
に
行
な
い
う
る
行
為
を
行
な
わ
し
め
な
い
意
図
で
、
又
は
人
の
身
体
、
精
神
、
評
判
若
し

く
は
財
産
、
若
し
く
は
人
の
職
業
上
若
し
く
は
生
活
手
段
に
損
害
を
与
え
る
意
図
で
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
行
な
う
者
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
罪
で
有
罪
と
さ
れ

裁
判
所
が
、
被
告
人
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
煽
動
若
し
く
は
他
人
と
の
共
謀
又
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
の
陰
謀
、
約
束
若
し
く
は
徒
党
の
実
行
を
行
な
っ
て
い
な
い

と
認
め
る
場
合
に
は
、
本
節
に
定
め
る
如
何
な
る
犯
罪
も
行
な
わ
れ
た
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。

ポ
イ
コ
ッ
ト
を
煽
動
し
助
長
す
る
犯
罪
ー
—
何
人
と
い
え
ど
も
I

ボ
イ
コ
ッ
ト
の
提
案
を
公
に
な
し
、
公
表
し
、
配
布
し
、

(b) 

ボ
イ
コ
ッ
ト
の
意
図
若
し
く
は
そ
れ
を
招
来
す
る
と
思
わ
れ
る
動
機
を
も
つ
声
明
、
風
説
若
し
く
は
報
告
を
な
し
、
公
表
、
配
布
し
、
又
は

B
.
R
・
ア
ン
ベ
ー
ド
カ
ル
と
イ
ン
ド
憲
法
け

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
―
二

0
九）



第
四
節

（
少
数
者
に
有
益
な
目
的
を
含
む
公
の
目
的
の
た
め
に
金
銭
を
支
出
す
る
、
連
邦
及
び
州
政
府
の
権
限
と
責
務
）

あ
る
目
的
の
た
め
に
補
助
金
を
交
付
す
る
、
中
央
及
び
地
方
政
府
の
権
限
は
、
そ
の
目
的
が
連
邦
又
は
州
議
会
が
事
情
に
応
じ
て
法
律
を
制
定
す
る
と

い
う
も
の
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
侵
害
さ
れ
た
り
奪
わ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
部
ー
保
障

（
四
項
）

(2) 例
外
ー
|
次
の
も
の
は
ボ
イ
コ
ッ
ト
で
な
い
。

ー`、

•1 
,
1し圃

(iv) 
る。

（
ー
ニ
ー

0
)

他
の
何
ら
か
の
方
法
で
、
人
若
し
く
は
人
の
集
団
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
を
煽
動
、
助
長
す
る
こ
と
は
、
ボ
イ

n
ッ
ト
煽
動
若
し
く
は
柑
助
の
罪
と
し

て
有
罪
と
さ
れ
る
。

原
註
ー
本
節
で
述
べ
ら
れ
た
性
質
を
有
す
る
行
為
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
り
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
人
が
、
名
指
し
又
は
階
級
に
よ
っ
て
明
示
さ

れ
て
い
な
く
と
も
、
特
定
の
方
法
で
行
為
す
る
こ
と
又
は
行
為
を
控
え
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
な
ら
ば
、
本
項
の
犯
罪
は
な
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

ボ
イ
コ
ッ
ト
威
嚇
の
罪
ー
ー
正
当
な
権
限
を
行
使
し
、
若
し
く
は
適
法
に
不
作
為
が
認
め
ら
れ
て
い
る
行
為
を
行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と

し
て
又
は
義
務
の
な
い
行
為
を
行
な
わ
し
め
る
意
図
若
し
く
は
適
法
に
行
な
い
う
る
行
為
を
行
な
わ
し
め
な
い
意
図
で
、
人
を
ボ
イ
n
ッ
ト
す
る
よ
う
威

嚇
す
る
者
は
、
ボ
イ
コ
ッ
ト
威
嚇
の
罪
で
有
罪
と
さ
れ
る
。

善
意
の
労
働
紛
争
実
施
に
あ
た
っ
て
行
な
う
行
為

仕
事
上
の
通
常
の
競
争
の
中
で
行
な
う
行
為

こ
れ
ら
犯
罪
の
す
べ
て
は
、
裁
判
上
争
い
う
る
犯
罪
と
み
な
さ
れ
る
。
連
邦
議
会
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
処
罰
を
定
め
る
法
律
を
制
定
す
る
。

指
定
カ
ー
ス
ト
の
た
め
の
保
護

(c) 
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(c) (b) (a) 

R
議
会
に
つ
い
て

(2) 
⑩
特
別
の
利
害
関
係
者
に
た
い
し
て
は
何
の
代
表
も
存
在
す
べ
き
で
な
い
。

（
一
項
）

①
代
表
割
当

,1.，ー、
a
.
1
 

、,̀‘,‘,＇.

（
議
会
及
び
地
方
自
治
体
に
お
け
る
代
表
の
権
利
）

指
定
カ
ー
ス
ト
は
、
連
邦
議
会
、
州
議
会
及
び
グ
ル
ー
プ
憲
法
が
あ
る
と
き
に
は
グ
ル
ー
プ
議
会
に
お
い
て
、
全
人
口
に
た
い
す
る
そ
の
人

口
割
合
と
ひ
と
し
い
最
低
限
の
代
表
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
他
の
い
か
な
る
少
数
者
も
そ
の
人
口
を
基
礎
と
し
て
与
え
ら
れ
る
以
上
の
代
表
を

要
求
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
。

圃

シ
ン
ド
州
及
び
N
.
w
.
F
州
の
指
定
カ
ー
ス
ト
は
、
適
正
な
割
合
の
代
表
を
与
え
ら
れ
る
。

(10) 

合
理
的
な
規
模
に
ま
で
大
コ
ミ
ュ
ナ
ル
多
数
者
を
減
ず
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
議
席
優
遇
割
当
数
は
、
多
数
者
の
割
合
か
ら
生
ず
る
。
い
か

な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
他
の
少
数
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
犠
牲
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

多
数
者
へ
の
割
当
削
減
か
ら
生
ず
る
議
席
優
遇
割
当
数
は
、

ら
ゆ
る
少
数
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
間
で
均
し
く
配
分
さ
れ
る
か
又
は
、
そ
の
い

と
逆
比
例
し
て
配
分
さ
れ
る
。

選
挙
方
法
ー

プ
ー
ナ
協
定
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
選
挙
制
度
は
廃
止
さ
れ
る
。

分
離
選
挙
制
度
に
変
更
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

投
票
は
成
人
投
票
と
す
る
。

B
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(iv) (ili) 

ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
み
に
割
り
あ
て
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
同
割
当
数
は
、
あ

イ
ン
ド
合
州
国
憲
法
は
、
以
下
の
権
利
を
指
定
カ
ー
ス
ト
に
保
障
す
る
。

経
済
的
地
位
、
③

ー
ニ
七

社
会
的
地
位
及
び
⑱

教
育
上
の
発
展
、

(
-
―
―
―
一
）



(iii) （
二
項
）

｀
ー
、ー、,̀‘

（
公
務
に
お
け
る
代
表
の
権
利
）

(2) 

（
ー
ニ
ご
一
）

代
表
割
当
数
を
決
定
す
る
原
則
な
ら
び
に
自
治
体
及
び
地
方
委
員
会
の
選
挙
方
法
は
、
連
邦
議
会
、
州
議
会
で
採
ら
れ
た
方
法
と
同
じ
も
の
と
す
る
。

(3) 

指
定
カ
ー
ス
ト
は
、
連
邦
執
行
府
、
州
執
行
府
及
び
グ
ル
ー
プ
憲
法
が
あ
る
と
き
に
は
グ
ル
ー
プ
執
行
府
に
お
い
て
、
全
人
口
に
た
い
す
る
そ
の

人
口
割
合
と
ひ
と
し
い
最
低
限
の
代
表
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
い
か
な
る
少
数
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
そ
の
人
口
割
合
よ
り
多
い
代
表
を
要
求
す
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
な
い
。

合
理
的
な
規
模
に
ま
で
巨
大
多
数
者
を
減
ず
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
議
席
優
遇
割
当
数
は
、
多
数
者
n
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
割
合
か
ら
生
ず
る
。
い
か

な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
他
の
少
数
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
犠
牲
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

多
数
者
へ
の
割
当
削
減
か
ら
生
ず
る
議
席
優
遇
割
当
数
は
、

少
数
者
の
間
で
均
し
く
配
分
さ
れ
る
か
又
は
、
そ
の
①

（
三
項
）

、̀'‘a
 

＇ーし

．
 "＂-

,
．
 

経
済
的
地
位
、
③

一
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
み
に
割
当
て
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
同
割
当
数
は
、
あ
ら
ゆ
る

社
会
的
地
位
及
び
⑱

公
務
に
お
け
る
指
定
カ
ー
ス
ト
の
代
表
割
当
数
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
る
。

教
育
上
の
発
展
、
と
逆
比
例
し
て
配
分
さ
れ
る
。

連
邦
公
務
に
お
い
て
ー
ー
必
要
に
応
じ
て
イ
ン
ド
又
は
英
領
イ
ン
ド
に
お
け
る
全
人
口
に
対
す
る
そ
の
人
口
割
合
に
比
例
し
て
、

州
及
び
グ
ル
ー
プ
公
務
に
お
い
て
ー
州
又
は
連
邦
に
お
け
る
そ
の
人
口
に
比
例
し
て
、

自
治
体
及
び
地
方
委
員
会
公
務
に
お
い
て
ー
—
自
治
体
及
び
地
方
委
員
会
地
域
に
お
け
る
そ
の
人
口
に
比
例
し
て
。

い
か
な
る
少
数
者
も
、
公
務
上
の
代
表
に
つ
い
て
そ
の
人
口
割
合
を
超
え
て
要
求
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
執
行
府
に
お
け
る
代
表
の
権
利
）

⑲
地
方
団
体
に
つ
い
て

⑱
投
票
制
度
は
累
積
投
票
と
す
る
。
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れ
る
。
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(4) 

指
定
カ
ー
ス
ト
の
海
外
教
育
の
た
め
金
銭
を
支
給
す
る
こ
と
は
、
連
邦
政
府
の
責
任
で
あ
る
。
連
邦
政
府
は
、
そ
の
た
め
に
年
次
予
算
中
一

0
0

万
ル
ビ
ー
の
支
給
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
特
別
補
助
金
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
の
権
利
を
損
う
こ
と
な
く
、
初
等
教
育
の
発
展
の
た
め
州
政
府
が
負
担
す
る
支
出
と
と
も
に
配
分
さ

(3) ①
連
邦
及
び
州
の
政
府
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
の
高
等
教
育
に
つ
い
て
の
財
政
上
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
予
算
の
中
で
充
分
な
支
給
額
を

定
め
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
支
給
額
は
、
連
邦
及
び
州
の
教
育
予
算
に
お
け
る
最
も
重
要
な
負
担
で
あ
る
。

⑨
イ
ン
ド
に
お
い
て
指
定
カ
ー
ス
ト
の
中
等
教
育
及
び
大
学
教
育
に
必
要
な
金
銭
を
支
給
す
る
責
任
は
、
州
政
府
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
州
が
、
指
定
カ
ー
ス
ト
人
口
の
割
合
に
応
じ
て
そ
の
全
予
算
か
ら
同
目
的
の
た
め
年
次
予
算
中
に
支
給
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
一
項
）

第
二
部

(e) 

欠
員
補
充
方
法
は
、

欠
員
補
充
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
公
務
委
員
会
に
指
定
カ
ー
ス
ト
は
少
な
く
と
も
一
名
の
代
表
を
持
つ
も
の
と
す
る
。

ー
ー
特
別
の
責
任

イ
ン
ド
合
州
国
は
、
指
定
カ
ー
ス
ト
の
向
上
の
た
め
次
に
掲
げ
る
特
別
責
任
を
負
う
。

（
高
等
教
育
に
つ
い
て
の
責
任
）

(d) 廃
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
九
四
二
年
及
び
一
九
四
五
年
イ
ン
ド
政
府
決
議
で
定
め
ら
れ
た
諸
規
定
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

伺
公
務
登
録
の
た
め
定
め
ら
れ
る
条
件
は
、

(b) 

ー
ニ
九

公
務
上
の
代
表
に
つ
い
て
の
権
利
は
、
最
低
限
資
格
、
教
育
、
年
齢
等
に
関
す
る
条
件
に
よ
る
外
、
制
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

一
九
四
二
年
及
び
一
九
四
五
年
決
議
で
イ
ン
ド
政
府
が
指
定
カ
ー
ス
ト
に
与
え
た
如
何
な
る
特
権
を
も

(―ニ―――-）



連
邦
政
府
は
、
定
住
委
員
会
が
そ
の
機
能
を
果
す
た
め
必
要
に
応
じ
て
立
法
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

合
州
国
憲
法
は
、
次
の
こ
と
を
定
め
る
ー
ー

イ
ン
ド
合
衆
国
は
、
本
憲
法
第
二
条
第
四
節
の
保
障
を
行
な
い
、
そ
れ
を
イ
ン
ド
憲
法
の
重
要
な
要
素
と
な
す
よ
う
に
つ
と
め
る
。

指
定
カ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
左
の
方
法
に
よ
る
の
外
、
変
更
、
修
正
又
は
廃
棄
さ
れ
な
い
。

(
1
1
)
 

第
二
条
第
四
節
又
は
指
定
カ
ー
ス
ト
に
関
す
る
そ
の
如
何
な
る
部
分
の
修
正
又
は
廃
棄
も
、
連
邦
議
会
の
人
民
代
表
的
議
院
に
よ
り
左
記
に
定
め
ら
れ

た
方
法
で
な
さ
れ
た
決
議
に
よ
っ
て
の
み
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

り
修
正
又
は
廃
棄
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
提
案
も
、
連
邦
議
会
の
人
民
代
表
的
議
院
に
お
け
る
決
議
の
形
式
で
発
案
さ
れ
る
。

圃
い
か
な
る
決
議
も
、
ー
ー

（
二
項
）

（
一
項
）

(2) 
(iii) （

二
項
）

（
憲
法
に
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
保
障
）

（
分
離
定
住
）

⑭
連
邦
政
府
に
つ
い
て
次
の
規
定
が
憲
法
上
設
け
ら
れ
る
。

＇ー、
＇ー'圃

新
憲
法
に
も
と
づ
き
、
分
離
村
に
お
け
る
指
定
カ
ー
ス
ト
定
住
の
た
め
州
所
有
の
未
開
墾
地
を
委
託
さ
れ
る
定
住
委
員
会
が
設
け
ら
れ
る
。

連
邦
政
府
は
、
定
住
計
画
推
進
の
た
め
年
五

0
0
0万
ル
ビ
ー
の
資
金
を
別
途
支
出
す
る
。

定
住
委
員
会
は
、
前
記
目
的
の
た
め
売
渡
及
び
使
用
に
供
さ
れ
た
土
地
を
買
収
す
る
権
限
を
持
つ
。

第
三
部

ー
保
障
の
た
め
の
制
裁
及
び
保
障
の
改
正

（
保
障
の
改
正
）

関
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訳
註
〕

ー
、
第
二
条
の
目
的
上
、

そ
の
決
議
を
提
出
す
る
と
い
う
意
図
を
も
つ
決
議
提
出
者
に
よ
り
議
院
に
六
ヶ
月
の
予
告
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
提
議
さ
れ
な
い
。

こ
の
決
議
を
成
立
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
議
会
は
解
散
さ
れ
、
新
た
な
選
出
が
な
さ
れ
る
。

当
初
の
決
議
は
、
前
議
会
が
採
っ
た
形
式
で
、
新
し
く
選
ば
れ
た
連
邦
議
会
の
同
議
院
で
新
た
に
提
議
さ
れ
る
。

議
院
の
議
員
の
三
分
の
二
の
多
数
と
同
時
に
、
分
離
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
指
定
カ
ー
ス
ト
議
員
の
三
分
の
二
の
賛
成
が
な
け
れ
ば
、
そ
の

決
議
は
成
立
し
た
と
み
な
さ
れ
な
い
。

合
州
国
憲
法
は
、
イ
ン
ド
藩
王
国
の
連
邦
へ
の
編
入
が
、
次
の
条
件
に
服
す
る
こ
と
を
定
め
る
。

『
イ
ン
ド
合
州
国
憲
法
第
二
条
第
四
節
で
定
め
ら
れ
た
指
定
カ
ー
ス
ト
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
規
定
は
、
イ
ン
ド
藩
王
国
に
お
け
る
指
定
カ
ー
ス
ト
に
適

用
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
藩
王
国
憲
法
に
お
け
る
こ
の
規
定
は
、
連
邦
へ
の
編
入
に
先
行
す
る
条
件
で
あ
る
。
』

一
九
三
五
年
イ
ン
ド
統
治
法
に
も
と
づ
き
制
定
さ
れ
た
一
九
三
六
年
指
定
カ
ー
ス
ト
命
令
で
定
義
さ
れ
た
指
定
カ
ー
ス
ト
は
、

少
数
者
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

II
、
第
二
条
の
目
的
上
、
あ
る
―
つ
の
州
に
お
い
て
指
定
カ
ー
ス
ト
で
あ
る
カ
ー
ス
ト
は
、
連
邦
の
す
べ
て
の
州
に
お
い
て
指
定
カ
ー
ス
ト
と
し
て
扱

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(v) (iv) (iii) 
(b) 

第
五
部
ー
—
解
釈

第
四
部

ー
イ
ン
ド
藩
王
国
に
お
け
る
指
定
カ
ー
ス
ト
の
保
護

ぃ
本
憲
法
が
施
行
、
実
施
さ
れ
て
二
五
年
を
経
過
し
な
け
れ
ば
、

三
(
―
ニ
―
五
）



関
法
第
三
四
巻
第
六
号

三

(

1

)

本
稿
の
『
国
家
と
少
数
者
』
の
訳
出
は
、
こ
の
、

Dr.
B
a
b
a
s
a
h
e
b
 A
m
b
e
d
k
a
r
;
 W
r
i
t
i
n
g
s
 a
n
d
 
Speeches•vol 

I
 
(
1
9
7
9
)

か
ら
行
な

(

2

)

本
稿
訳
出
の
「
序
文
」
、
「
序
」
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
覚
書
の
第
一
の
条
文
は
、
イ
ン
ド
藩
王
国
の
イ
ン
ド
連
邦
へ
の
編
入
問
題
を

扱
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
正
確
に
は
、
本
覚
書
は
「
藩
王
国
と
少
数
者
」
と
訳
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
藩
王
国
問
題
、
少
数
者
問
題
も
と

も
に
将
来
の
イ
ン
ド
『
国
家
』
を
考
察
す
る
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
ア
ン
ペ
ー
ド
カ
ル
の
考
え
を
も
踏
ま
え
、
諸
賢
の
使
用
す
る
『
国
家

と
少
数
者
』
の
訳
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

(

3

)

イ
ン
ド
藩
王
国

(
I
n
d
i
a
n
States)
。
藩
王
国
に
つ
い
て
は
、
後
の
条
文
解
説
の
註
で
論
及
す
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ー

ト
ソ
著
、
国
土
計
画
研
究
所
訳
『
印
度
藩
王
国
』
(
-
九
四
三
）
参
照
。

(

4

)

公
共
施
設

(
c
o
n
v
e
n
i
e
n
c
e
)
。

(

5

)

所
有
物
（
effects)
。

(

6

)

上
告
権
又
は
訂
正
権

(appellate
or revisional 
jurisdiction)
。

(

7

)

人
身
保
護
臼
e
b
e
a
s
C
o
r
p
u
s
)
、
権
限
開
示

(
Q
u
o
W
a
r
r
a
n
t
o
)
、
職
務
執
行
禁
止

(Prohibition)
、
移
送
（
Certiorari)

及
び
職
務
執

行
強
制

(
M
a
n
d
a
m
u
s
)
等
々
の
令
状
。
イ
ン
ド
憲
法
第
三
二
条
二
項
参
照
。

(

8

)

少
数
者
問
題
監
督
官

(
S
u
p
e
r
i
n
t
e
n
d
e
n
t
o
f
 M
i
n
o
r
i
t
y
 Affairs)
。

(

9

)

代
表
割
当

(
Q
u
a
n
t
u
m
o
f
 R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
)
。

(

1

0

)

議
席
優
遇
割
当
数

(
W
e
i
g
h
t
a
g
e
)
。
多
数
者
の
代
表
数
を
減
じ
て
少
数
者
に
代
表
を
優
遇
し
て
配
分
す
る
こ
と
。
「
特
別
優
遇
」
と
も
云
わ
れ

る。

(
1
1
)

人
民
代
表
的
議
院

(
m
o
r
e
P
o
p
u
l
a
r
 C
h
a
m
b
e
r
)
。

（
以
下
次
号
）

(
―
ニ
―
六
）




